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1. はじめに                                           

1.1 はじめに 

1.1.1 「印旛沼流域水循環健全化会議」の取り組み経緯 

千葉県や流域市町村は、水質・生態系などの保全や治水に対する取り組みとして、下水

道整備や湖沼水質保全計画の策定・実施、治水計画の策定・整備、生態系保全活動などを

行ってきましたが、印旛沼や流域の水質や生態系に明確な改善効果は得られていませんで

した。そこで、抜本的な改善に向けて、流域の健全な水循環のイメージ（図 1）を念頭に、

水質・親水・生態系・利水・治水など幅広い視点による流域マネジメントに取り組むこと

とし、2001（平成 13）年 10 月に「印旛沼流域水循環健全化会議（以降、「健全化会議」）」

（虫明功臣委員長《当時東京大学教授、現東京大学名誉教授》）を発足させました。 

会議発足後、現地調査の結果や取り組みの実施状況をもとに、流域ごとの問題点や地域

特性（農村域、都市域等）について議論を重ね、2004（平成 16）年 2 月に 2010（平成 22）

年を目標年次として、早期に実現可能な取り組みと、行政をはじめとする関係者の役割分

担を明確にした「印旛沼流域水循環健全化 緊急行動計画（以降、「緊急行動計画」）」を

策定しました。市民団体が運営主体の、流域住民と行政が意見交換する場である「印旛沼

わいわい会議」や、モデル地域における「みためし行動」等、流域各地で多くの取り組み

を行ってきました。 

さらに、2009 年度には、緊急行動計画によって得られた成果を基に、新たな取り組みや

長期的な取り組みを追加し、2030（平成 42）年度を目標年次とする「印旛沼流域水循環健

全化計画（以降、「健全化計画」）」（2010 年 1 月）を策定しました。この計画では、2030

（平成 42）年度までに目指すべき将来の印旛沼および流域のイメージと目標を定め、目標

達成に必要な取り組みと、着実な計画推進のためのしくみを掲げています。しかし、2030

（平成 42）年度までの取り組み内容を現時点で全て決めることは困難なため、計画期間を

約 5 年ごとに区切り各期で行動計画を策定することとし、第 1 期行動計画（案）を策定し

ました。 

2012 年度は、健全化計画および第 1 期行動計画（案）に基づく、行動実践の 3 年目とし

て、各種の取組を着実に進めました。 

(1) 2011 年度 年次報告書について 

 本報告書は、2012 年度の健全化会議における検討成果や取り組みを報告するものです。

なお、「第 1 章 はじめに」及び「第 4 章 計画の進捗管理」に掲載している各種データ

については、2012 年度に取りまとめを行ったため、その前年度の 2011 年度の結果を報告し

ています。 
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【参考】流域の健全な水循環とは 

流域の水の流れと循環のこと、さらには水の流れや循環の過程で生じる諸現象のことを

水循環と呼びます。治水・利水・水質・生態系・親水などの適切なバランスが相互に確保

される状態を、流域の健全な水循環と呼びます。図 1 に流域の健全な水循環のイメージを

示します。 

 

 

図 1 流域の健全な水循環のイメージ 
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1.2 印旛沼・流域の現状 

 印旛沼は、1965 年以降、流域内の人口の増加や市街地の拡大などの影響を受け、その水

質は徐々に悪化し、西沼では 1975～1985 年頃に最も汚濁した状態となり、アオコも頻繁に

発生するようになりました。その後、下水道等の対策が進み、やや改善が見られましたが、

最近では 8~10mg/L 程度（年平均 COD）で横ばいの状態が続いています（図 2）。 

 流域から排出される汚濁負荷量（汚れの量）は、1980 年以降、減少してきています。こ

れは、下水道の整備や合併処理浄化槽の普及の効果により、生活系の汚濁負荷量（家庭か

らの汚れ）が減少したことが大きな要因です。一方で、流域の市街地化は進み、市街地か

らの汚れ（降雨に伴って市街地の地表面から流出する汚れ）の量は増加しています。その

結果、1985 年に比べて現在では、流域から排出される汚濁負荷量(COD)は、家庭からの汚

れよりも、むしろ市街地からの汚れの割合が多い状況です（図 3）。 

 

 
 
※ 出典：流域人口、下水道処理人口、下水道水洗化人口、汚濁負荷量：千葉県データ  
※ 湖沼水質保全特別措置法で定められた指定湖沼地域内での統計値であるため、栄町は含まれていない 
※ 沼水質（COD）：上水道取水口下地点(西印旛沼)、年間平均値水生植物種類数：笠井氏らの調査によ

る、「千葉県の自然誌 本編 5」を基に作成 

図 2 印旛沼の水質と関連する項目の変化 
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図 3 発生要因別の汚濁負荷の推移 



 

 5

2. 健全化計画の概要                                     

2.1 健全化計画 

2.1.1 健全化計画の位置づけ 

2030 年の印旛沼・流域の将来ビジョンとして、基本理念、再生目標を掲げ、そのために

必要な取り組み（101 の対策と特に重点的に進める 8 つの重点対策群）を設定しています。 

 

2.1.2 目次構成 

 

1 印旛沼とは 

1.1 印旛沼とその流域 

1.2 貴重な水源 

1.3 豊かな自然環境 

1.4 農業・漁業 

1.5 受け継がれる文化 

1.6 人が集う憩いの場 

2 印旛沼・流域の現状と課題 

2.1 流域の土地利用と水循環の変化 

2.2 印旛沼・河川の水質悪化とその主な原因

2.2.1 印旛沼・河川の水質の現状 

2.2.2 汚濁負荷発生原因 

2.3 谷津・里山の環境悪化 

2.4 生態系の変化 

2.5 洪水と治水対策 

2.6 人と水との関わりの希薄化 

3 印旛沼・流域の再生計画と目標 

3.1 計画策定 

3.1.1 検討経緯 

3.1.2 緊急行動計画とその取り組み 

3.1.3 計画の特徴 

3.1.4 他の計画との関係 

3.1.5 計画の期間・目標年次 

3.1.6 計画の対象区域 

3.1.7 計画の構成 

3.2 印旛沼・流域再生の基本理念と目標 

3.2.1 基本理念と将来のすがた 

3.2.2 印旛沼・流域の再生目標 

3.2.3 目標達成状況を評価する指標 

3.2.4 行動原則～印旛沼方式～ 

 

 

4 印旛沼・流域の再生に向けた取り組み 

4.1 印旛沼・流域の再生に向けた 101 の対策

4.2 重点的に進める対策 

4.3 取り組みの指標と目標値 

4.4 取り組みによる効果 

4.4.1 予測ケース 

4.4.2 予測結果 

5 着実な計画推進のために 

5.1 計画推進の方法 

5.2 印旛沼の 6 者連携 

5.3 モニタリング 

5.4 情報の発信 

 

 

図 4 健全化計画 表紙 



 

 6

2.1.3 健全化計画の概要 

(1) 印旛沼・流域再生の基本理念と将来のすがた 

印旛沼は、住民に多くの恵みを与えてきましたが、今、それらの恵みが失われつつあります。

この印旛沼の恵みを次世代に引き継ぐため、目標年次である 2030 年度における印旛沼および流

域再生の基本理念を次の通り掲げます。 

 

そして、印旛沼・流域の特徴的な 3 つの風景（谷津・里山、水辺の生き物、沼のほとり）に

対して、図 5 に示すような将来のすがた（イメージ）を目指していきます。 

 

図 5 将来のすがた（イメージ） 
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(2) 印旛沼・流域の再生目標と評価指標 

印旛沼・流域の将来のすがたを目指すため、5 つの目標と 9 つの評価指標を設定しました

（図 6）。これに基づいて、目標の達成状況を評価していきます。 

 

 

                             

図 6 印旛沼流域の再生目標と評価指標 

* 

* 印旛沼における目標で、「手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画」

（2007 年 7 月策定）の目標年次は 2037 年度です。 
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(3) 水循環健全化のための 101 の対策と 8 つの重点対策群 

 前記の目標を達成するために、健全化計画では、緊急行動計画での対策実施状況やみた

めし行動、わいわい会議での成果を踏まえて、印旛沼の水循環健全化に資する 101 の対策

を選定し、各々について実施期間、実施量、実施内容・実施主体などを定めています。こ

のうち、特に重点的に進めるべき 8 つの対策群を、図 7 に紹介します。 

図 7 重点的に進める 8 つの対策群と実施内容・実施主体 
重点対策群 主な実施内容 実施主体 

住宅、道路における浸透・貯留施設の設置 住民・企業、行政 
学校校庭等を利用した、浸透機能を持った貯

留施設の設置 
住民・企業、行政 

浸透施設の維持管理 住民・企業、行政 

1）雨水を地下に

浸透させます 

浸透・浄化機能を持った雨水調整池の設置・

改良 
行政 

下水道の整備・接続 住民・企業、行政 
高度処理型合併処理浄化槽の導入等、家庭排

水からの窒素・りんの除去 
住民・企業、行政、研究機関

浄化槽の維持管理 住民・企業、行政 

2）家庭から出る

水の汚れを減ら

します 

家庭でできる生活排水対策の実施 住民、市民団体、行政 

ちばエコ農業等環境保全型農業の推進 
住民（農家・消費者）、企業（流

通）、行政 
3）環境にやさし

い農業を推進し

ます 循環かんがい施設の整備 土地改良区・行政 
湧水と谷津、里山の保全 住民・市民団体、行政 
河川や印旛沼における自然豊かな水辺の再

生・創出 
住民・市民団体、行政 

不法投棄の監視強化 住民・市民団体、行政 

4）湧水と谷津・

里山を保全・再生

し、ふるさとの生

き物をはぐくみ

ます 
ナガエツルノゲイトウ・カミツキガメ等侵略

的外来種の駆除 
住民・市民団体、行政 

印旛沼築提 行政（河川管理者） 
河道整備 行政（河川管理者） 

5）水害から街や

交通機関を守り

ます 
流域対策（各戸貯留、雨水浸透マス設置の整

備、浸透性舗装の整備 等） 
住民・企業、行政 

6）親しみのある

水辺を創造しま

す 
親水拠点の整備 住民・市民団体、行政 

かつてあった水草の再生を目指した植生帯整

備 
住民・市民団体・学校、行政

7）かつてあった

水草を再生しま

す 環境に配慮した印旛沼の水位管理 行政、研究機関 

学校での環境学習の実施 
学校、市民団体・研究機関、

行政 

学習会や講習会等イベントの開催 
住民・市民団体・研究機関、

行政 
住民参加型の環境調査の実施 住民、市民団体、行政 

8）環境学習、流

域住民の自主的

な行動を活発に

します 

清掃活動の実施 住民・企業、市民団体、行政
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2.2 行動計画（案） 

2.2.1 行動計画の位置づけ 

 健全化計画は、前述のように、現在から約 20 年後の 2030 年を目標年次として、将来の

イメージと目標、必要な取り組みや計画推進のしくみを掲げています。しかし、2030 年ま

でに行うべき具体的な取り組みの内容を現時点で全て定めることは困難です。 

 そこで、図 8 に示すように、計画期間を 5 ヶ年程度に区切り、各期で行動計画を策定す

ることで、各期において取り組む内容を具体的に定めることとしています。 

 

図 8 健全化計画と行動計画の関係 

2.2.2 第 1 期行動計画の目次構成 

 

1. はじめに 

2. 印旛沼・流域の再生目標 

2.1 再生目標 

3. 印旛沼再生に向けた取り組み 

3.1 取り組みの方針 

3.2 重点的に進める対策 

3.3 第1 期行動計画での取り組み内容と役割分担 

3.4 取り組み指標と目標 

3.5 取り組みによる効果 

4. 各河川流域での取り組み 

5. 計画の推進 

5.1 計画推進の方法 

5.2 印旛沼の6 者連携 

5.3 モニタリング 

5.4 情報の発信 

 

※第1期行動計画書（図 9）が（案）となっている理由 

第1期行動計画に記載している健全化に向けた各種取り組みは、印旛沼方式（図 10）の

1つとして掲げている「みためし」の考えにもとづき、実施しながら、より効果的な取り

組みに見直していくものとしています。このため、第1期行動計画も常に更新していくこ

とを踏まえて、「案」を付した形で策定しています。 

図 9 行動計画（案）表紙 
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図 10 印旛沼方式 
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3. 印旛沼・流域の健全化に向けた取り組み                       

 8 つの重点対策群（P8、図 7 参照）に関連する取り組みについては、関連する各ワーキ

ングおよび水質改善技術検討会を中心に検討を進めました。以下にその概要を示します。 

 

3.1 浸透および市街地面源負荷削減対策 

(1) 背景と目的 

 印旛沼流域は、戦後の高度成長とともに人口が増加し、特に首都圏に近い流域の西部に

おいて市街化・宅地化等が進み、土地利用が変化しました（図 11 に過去と現在の土地利用

の変化を示します）。市街地化・宅地化されることで、それまで土壌であった地面がコン

クリートやアスファルトで覆われます。すると、雨水が地下に浸透しにくくなり、湧水が

減って、平水時の河川流量が減少するとともに、降雨時の表面流出（雨水が地下浸透せず

地表面を流れること）が増加し、道路冠水や住宅浸水や洪水等の水害の危険性が高くなり

ます。 

 そこで、コンクリートやアスファルトで覆われて、雨水が地下に浸透しにくくなったと

ころに雨水浸透マスや浸透側溝を設置するなど、雨水を地下に浸透させる対策の推進を行

っています。 

 

 

図 11 印旛沼流域の土地利用の変化 
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(2) 実施内容 

1) 「印旛沼ルール」の作成 

・関係各機関（市町、県等）と調整を行い、「印旛沼ルール」を 7/11 の第 20 回委員会で承

認・策定しました。 
・アンケート、ヒアリング等より、建築関連業者に意識・実態を把握し、印旛沼ルール普

及促進に向けた方向性を WG で議論しています。 
・建築業者向けの啓発チラシを作成しました（図 12）。 

 

 

図 12 建築関連業務者向け啓発チラシ 
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2) 雨水浸透対策の普及方策の検討 

 排水設備業者を対象として、次のアンケートを実施し、企業の雨水浸透マス設置に対す

る意識調査を行いました（図 13 および図 14）。この結果、建築時に雨水浸透マスを設置し

ている業者は少ないものの、施主や行政からの指導があれば設置が進む可能性があること

が分かりました。 

A) 設問 3：平成 23 年度に御社が実施した住宅建築案件に対して、雨水浸透マスを設置した住宅

は何割程度でしょうか。 

・設置割合が 0％、25％の割合と回答した業者は 6 割以上であった。 

・一方で、設置割合が 75％、100％とほとんどの住宅に対して雨水浸透マスを設置している

業者は約 2 割であった。 

・設置割合（0%、25％、50％、75％、100％）と回答の割合から重み付け平均すると、 

（0％×27％）+（25％×36％）+（50％×12％）+（75％×7％）+（100％×12％）＝32％

となり、1 社当たり 32％の割合で浸透マスを設置していると推測される。 

52 71 24 14 24 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 25% 50% 75% 100% 無回答

（27％） （36％） （12％） （7％） （12％）（5％）

 

図 13 問 3:23 年度に雨水浸透マスを設置した割合について 

B) 設問 4：雨水浸透マスを設置する場合の理由をお教え下さい。（複数回答可） 

・行政等からの指導や、条例等で設置の定めがあるので設置している回答の割合が 6 割以上

であった。 

・施主からの依頼による設置も 2 割以上ある。 

・行政等からの指導や施主からの依頼があれば、雨水浸透マスが設置されやすいと考えられ

る。 

・その他意見としては、施工上必要がある場合や雨水排水管を新設する時よりも安く済む場

合などの理由が多い。また、環境保全のために必要という回答もあった。 

125 73 21 71 14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政等からの指導 条例等で設置の定め 自社の方針

施主からの依頼 その他

（41％） （24％） （7％） （23％） （5％）

 

図 14 設問 4:雨水浸透マスを設置する理由について(複数回答可) 

 
回答数 
（％） 

凡例 

 
回答数 
（％） 

凡例 
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3) 調整池を活用した面源負荷削減対策の流域展開方策の検討 

A) 調整池改良の流域展開 

これまでの WG での調査や検討結果を踏まえて、浸透 WG メンバーの 5 市（千葉市、船橋

市、佐倉市、四街道市、鎌ケ谷市）の意見を募り、「市街地面源負荷削減のための雨水調整池

改良の手引き（案）（以降、「調整池改良の手引き（案）」を策定しました（図 15）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 調整池改良の手引き（案）および調整池改良の概念図 

 

(3) 今後の方針 

◆今後の課題 

・ＷＧで取り組んできた「印旛沼ルール」と「調整池改良の手引き（案）」について、周

知・啓発を流域全体へ展開します。 

◆次年度の方針 

・各実施主体を対象に、チラシ配布や説明会開催により周知・協力依頼等を行います。 

＜次年度の実施内容案＞ 

・行政の建築担当部局・調整池管理部局を対象とした説明会を実施し、印旛沼ルール及び

調整池改良について周知していきます。 

・印旛沼ルールを徹底周知するため建築関連業者等への説明等を行います。 

・加賀清水での湧水量や調整池の堆砂量等のモニタリングを継続実施します。 
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3.2 生活排水対策 

(1) 背景と目的 

1) りんの排出負荷量の削減の必要性 

 生活系の負荷について、下水道の整備※や合併処理浄化槽の普及が進んだ結果、COD・全

窒素（T-N）は 1985 年に比べ大きく減少しています（図 16）。全りん（T-P）も 1985 年の

半分程度の量になりましたが、排出負荷量全体に占める割合は COD・全窒素（T-N）より

も高い状態です。印旛沼の水質改善のためには、全りん（T-P）の流入負荷を削減すること

が効果的と考えられており、生活排水における全りん（T-P）の削減に力を入れていく必要

があると考えています。 

 ※印旛沼流域下水道として終末処理場で処理された 13 市町の生活排水や工場排水は、印旛沼には直接流入しません。 
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図 16 印旛沼流域における発生要因別の年間排出汚濁負荷量の変化 
 

 全りん（T-P）について、排出負荷量の詳細な内訳を見ると、通常型合併処理浄化槽から

の排出負荷量の割合が最も多く、次いで単独処理浄化槽の割合が大きくなっています。 
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0.001
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図 17 全りん（T-P）の生活系排出汚濁負荷量（kg/日） 
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2) 目的 

 印旛沼の水質改善の重要な課題である、「生活排水の排出汚濁負荷の削減」への対策と

して、健全化計画では、「家庭から出る水の汚れを減らします（重点対策群 2」を 8 つの重

点対策群の１つに位置づけています。 

そこで、生活系排出汚濁負荷削減、特にりんの負荷削減の実現に向けて、関係者が連携

して、効果的な対策を検討・実践することを目的としています。 

3) 取り組むべき対策 

 生活排水対策は主に各家庭での取り組みとなるものですが、ここでは行政が主体的に取

り組むべき対策に着目して、以下の 3 点について検討を行いました。 

①県と市町が連携する取り組み展開 

②生活排水対策に関する制度化の検討 

③固形りん除去剤の普及および流域展開に向けたフィールド実践 

(2) 実施内容 

1) 県と市町が連携した取り組み展開 

 2012 年度は、八街市および富里市が生活排水ワーキングにオブザーバーとして参加し、

意見交換をしながら一緒に検討を行いました。印旛沼流域における生活排水対策について、

市町や県の関連部局が抱えている課題を整理し、関係機関ごとに考えられる具体的な解決

策を整理しました。 

2) 生活排水対策に関する制度化の可能性 

 既往の検討および今年度収集した霞ヶ浦条例や猪苗代湖条例等、他県や市町での補助制

度や条例に関する取り組み事例を参考に、制度化の可能性を検討しました。 

3) 固形りん除去剤の普及および流域展開に向けたフィールド実践 

既往の検討において、千葉県環境研究センターが中心となり、浄化槽に投入する固形の

りん凝集剤（固形りん除去剤）の調査・研究を行ってきました。2012 年度は、地区全体で

固形りん除去剤を導入した場合の流域におけるりん削減効果を確認し、実用化に向けた実

証を行うことを目的として、固形りん除去剤のフィールド実践に向けた検討を行いました。 

(3) 今後の方針 

 2012 年度に整理した生活排水対策推進のための課題と解決策を踏まえ、県・市町等の関

係機関がそれぞれ主体的に動いていくための仕組みづくり、制度化について検討を行って

いきます。また、固形りん除去剤の実用化に向けて、フィールド実践の取り組みを進めて

いきます。 
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3.3 環境に優しい農業の推進 

(1) 背景と目的 

印旛沼流域における農地には、台地上に位置する畑と、低地に位置する水田があります。

農地は流域面積の約 37％を占め、農業は印旛沼流域での主要産業の一つとなっています。 

農地、特に畑で過剰に施用された肥料成分（窒素成分等）が河川や地下水に流出し、印

旛沼水質に影響を及ぼすことがあります。このため、健全化計画では「環境にやさしい農

業を推進します（重点対策群 3）」を 8 つの重点対策群の 1 つに位置づけています。 

これまでの検討において、環境にやさしい農業の推進には農業経営の持続的な安定が必

要であり、その結果として、谷津・農村地が保全され、ゆくゆくは印旛沼流域の再生につ

ながるという基本的な考え方を整理しています。“ちばエコ農産物”等の環境にやさしい

農業を推進するため、生産から流通、消費まで、地域一体となった取り組みを検討し、持

続可能な農業の振興を目指す必要があります。 

(2) 実施内容 

 これまでの検討から、農業経営の安定のためには、生産・流通・消費の各段階での取り

組みが必要であると考えられます（各取り組みはスパイラルのような関係になる）。そこ

で、生産・流通・消費の各段階で環境にやさしい農業（特にちばエコ農産物）の推進に健

全化会議として何が実施できるのかについて検討を行いました。 

1) ちばエコ農産物生産者意識調査 

 生産段階の取り組みとして、ちばエコ農産物の生産者がどのような思いでちばエコ農業

の生産に取り組み、どのような課題を持っているのかを把握するため、ちばエコ農産物の

認証を得ている農家を対象としてアンケートを行いました。その結果を以下に示します（図 

18）。 

・積極的な取り組みを行っている生産者はいるものの、「期待していたほど農作物が高値

で取引できない」のように、労をかけた結果が報われていない。 

・ちばエコ農産物を安定栽培でき、高値で取引できるようにしていくことが、取り組み拡

大のための優先課題と考えられる。また、農業技術の向上や申請書類の簡略化も課題の

一つである。 

35
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病害中による被害が増えた
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図 18 設問 5:課題について ※複数回答あり 
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2) 環境にやさしい農業の推進に係る関係行政機関担当者会議 

「環境にやさしい農業」に係る県や市町等の担当者で印旛沼流域での「環境にやさしい

農業の普及」に向けた、情報・課題の共有を図るため、担当者会議を開催しました。 

3) 印旛沼流域環境体験フェアでの農業関係の企画・展示 

 県民に環境にやさしい農業を周知するため、フェアにおいて側条施肥機や水田魚道（図 

19）といった農業機具展示や来場者アンケートを行いました（図 20）。その結果から、ち

ばエコ農産物の一層の周知の必要性があることを確認しました。 

 

図 19 側条施肥機および水田魚道 

知っていた なんとなく知っていた 知らなかった  

21.8% 23.8% 54.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図 20 問 1-1:「ちばエコ農産物」について 

4) 学校との連携（環境学習の中での環境保全型農業の紹介） 

流域内の小学校にて、社会科の学習の一貫として、ちばエコ農

産物を購入することが、印旛沼の水質改善に寄与することを伝え

る環境学習が実施され、健全化会議として支援を行いました。 

環境学習では、子ども達が「未来新聞」を作成しました。ちば

エコ農産物が普及して人気の水浴スポットになった印旛沼が掲

載されています（右図は新聞の一例）。 

(3) 今後の方針 

 環境にやさしい農業による農産物の消費を増やすために、消費

者のちばエコ農業への正しい理解と生産者への適切な支援等が

必要です。また、ちばエコ農業の広報を行うとともに、農業担当

者会議を通じた情報共有と取り組みを推進していきます。 
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3.4 生態系保全 

(1) 背景と目的 

かつての印旛沼流域は、谷津や豊かな湧水などにより、動植物の良好な生息環境が保た

れ、印旛沼や流域河川には水草（水生植物）が広く生育し、水循環健全化に寄与していま

した。 

しかし近年、里山の荒廃や谷津の埋め立て、また、河川や水路のコンクリート化や印旛

沼の水質悪化、貯水池化による水深増加、外来生物の侵入・繁殖等により、多くの在来動

植物が減少・消失するなど、生態系は悪化しています（図 21）。 

緊急行動計画のもと進めてきた「みためし行動」では、水辺の生物の生息環境として重

要な、河川・水路に生育する「水草（水生植物）」の分布を把握するため、2005 年度から

“水草探検隊”を実施してきました。この水草探検隊では同時に、専門家や学校、市民団

体等が協働した生物調査活動のあり方等も模索しています。 

さらに、2010 年に策定した健全化計画では、「湧水と谷津・里山を保全・再生し、ふる

さとの生き物をはぐくみます（重点対策群 4）」が 8 つの重点対策群の 1 つとして位置づけ

られています。これを達成するためには、幅広い知識、視野をもって印旛沼流域の生態系

保全の方策を検討していく必要があります。 

【過去：昭和 30 年代】 

 

【現在】 

 

図 21 印旛沼流域の生態系の変化 
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(2) 実施内容 

1) 水草探検隊の学び WG（モデル校）への移行と、その実施支援 

 2012 年度は、これまでの水草探検隊のノウハウを提供して、学び WG のモデル校である

四街道市立中央小学校での印旛沼環境学習の中で、6月 12日に水草探検隊が行われました。

生態系 WG としては、WG 委員が専門家として探検隊に参加し、子ども達の探検をサポー

トしました。 

2) 鹿島川支川 小名木川・馬渡沢における市民団体と協働の水草調査 

 小名木川の水草マップを作成するため、WG 委員、地域の市民団体、事務局の計 15 名が

参加して、9 月 10 日に水草調査を実施しました。その調査結果を整理し、小名木川・馬渡

沢流域の水草マップ（図 22）を作成しました。このマップは「いんばぬま情報広場」に公

開しています。 

 

図 22 小名木川・馬渡沢流域の水草マップ 

 

3) 印旛沼流域生態系の保全方策の検討 

生態系の保全方策を検討するためには、現状の印旛沼流域における生態系を把握する必

要があります。このため、昨年度よりマクセントモデルを用いて印旛沼流域の生態系を定

量的に評価することを試行しています。今回は試行種を追加（水生植物、カエル類にサギ

類を追加）して、これらの種が生息できる環境条件データを充実させながら、マクセント

モデルによる評価を進めています。 

4) 外来種対策 

 印旛沼およびその流域には多くの外来種が侵入、拡大しており、在来の生態系に影響を
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及ぼしている状況です。これまで、専門家や関係機関からの意見をもとに、印旛沼および

その流域の生態系に、今後影響を及ぼすと考えられる外来生物種について、その影響の程

度に応じてグルーピングしています（図 23）。2012 年度はこれらの種について一般的、全

国的事例の収集・整理を行いました。今後は、これまでの検討結果に基づいて、特に重要

種を対象として対応策を検討していきます。 

 

図 23 検討対象種のグルーピング 

5) 生物データ収集・整理方法の検討 

生物データの継続的な収集・整理を考慮し、千葉県生物多様性センターにおける生物デ

ータ蓄積・活用の検討を行いました。 

 

(3) 今後の方針 

今後も、モデル校での水草探検隊へ専門家とし

て実施支援を継続していきます（図 24）。 

また、外来種対策を含めて、印旛沼流域の生態

系把握および保全方策の検討を行います。検討に

あたっては、専門家との協働と、そのために必要

となる流域・河川に関するデータの収集・提供を

行います。また、すでに現場で問題となっている

外来種に対しては、専門家や現地の関係者、市民

団体等と議論するとともに、具体的な対策の実施

について検討していきます。 

図 24 水草探検隊の様子 

 
■■重重要要種種  
顕著な影響がみられ、 
緊急的に防除等を実施し

ており、今後も継続してい

く種。 
 
○ナガエツルノゲイトウ 
○カミツキガメ 
○アメリカザリガニ 
○オニビシ 
 

■■予予防防種種  
現時点ではまだ顕著な影

響はでていないが、今後

影響が予想される種。 
 
 
○オオフサモ 
○カワヒバリガイ 
○チャネルキャット 
  フィッシュ 
 

■■要要監監視視種種  
現時点ではまだ顕著な影

響はでていない、または、

影 響 が 明 ら か で は な い

種。 
 
○アメリカミズキンバイ 
○オランダガラシ 
○ブルーギル 
○オオクチバス 
○カダヤシ 
○竹 
○ウチダザリガニ  

検検  討討  対対  象象  種種  
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3.5 環境学習の推進 

(1) 背景と目的 

印旛沼流域において、人（流域住民）と水（印旛沼・河川）との関わりは昔に比べて希

薄になっています。そこで、子どもたちが印旛沼にふれあい、印旛沼への認識を深め、印

旛沼と流域について考える機会を創出すること、また子どもたちを通じて親世代の水環境

保全に対する意識啓発を図り、地域・流域の環境全体へと関心を広げる契機とすることを

目的として、印旛沼環境学習を推進しています。 

(2) 実施内容 

流域の学校教員が主体となり、「印旛沼流域モデル校 3 校での環境学習」、「教員研修

会」を実施しました。 

1) 印旛沼流域モデル校 3 校での環境学習の実施 

モデル校での印旛沼環境学習は 2005 年度から毎年度行っており、これまでに延べ 19 校

で実施しています。2012 年度は、佐倉市立佐倉東小学校、佐倉市立染井野小学校、四街道

市立中央小学校の 3 校がモデル校となり環境学習を実施しました。 

佐倉市立佐倉東小学校では、7 月上旬に印旛沼探検隊としてフィールド学習を実施し（図 

25）、印旛沼の水質改善の取り組みを見学しました。そこで疑問に感じたことなどを子ど

もたちが整理し、みんなで話し合って課題の設定を行いました。その後、設定した課題に

ついて、子どもたちそれ

ぞれが調べ学習を行い、

印旛沼が汚れた原因など

を紙芝居などを作って教

室で発表しました。 

 

図 25 印旛沼探検隊（左）、疑問に思ったことなどを話し合う様子（右） 

佐倉市立染井野小学校では、1 学期に印旛沼体験（フィールド調査）や夏休みの調べ学習

を行い、子どもたちが興味を持ったテーマごとにグループに分かれ、2 学期に詳細なフィー

ルド調査を実施しました（図 26）。印旛沼をきれいにするために子どもたち自身ができる

ことを考え、水質改善啓

発チラシを作成し、街頭

での配布や発表を行い

ました。その様子は千葉

日報やケーブルテレビ

に取り上げられました。 

         図 26 印旛沼の活動について NPO 野菜いかだの会にインタビュー（左）、

鹿島川の水を採水し、透視度を測定（右） 
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四街道市立中央小学校では、『総合的な学習の時間』の始めの活動「課題設定」として、

印旛沼流域河川の小名木川を探検し、地域のＮＰＯや専門家とともに、生き物の調査や簡

易水質調査を実施しました（図 27）。教室に戻って、子どもたちは疑問に思ったことや気

付いたことなどを整理

しました。その後、子ど

もたちそれぞれが調べ

学習を実施し、12 月の 2

回目のフィールド調査

を経て、まとめ発表を行

いました。 

図 27 小名木川探検（左）、教室に戻って疑問点などを整理する様子（右） 

 

2) 教員研修会の実施 

 教員自身が印旛沼の環境を実際に体験し、学校での環境学習の実践に繋がることを目的

として、印旛沼流域の小中学校の教員を対象に、教員研修会（2012 年 7 月 26 日）を開催し

ました（図 28）。教員研修会は 2007 年度から開始し、これまで 6 回実施しました。 

   
  図 28 印旛沼湖上視察（左）、鷹匠清水における湧水調査・生き物観察（中央）、     

モデル校教員による印旛沼環境学習の取り組み発表（右）      

  

(3) 今後の方針 

 今後は、モデル校における印旛沼環境学習や教員研修会などの取り組みを、流域の学校

に知ってもらうため、情報発信を行います。2013 年度は『関東地区小学校生活科・総合的

な学習教育研究協議会千葉大会』が開催され、2012 年度モデル校である佐倉市立染井野小

学校と四街道市立中央小学校が印旛沼環境学習の取り組みを発表する予定です。大会に向

けて、モデル校と連携していきます。 

 また、学校・教員の環境学習を支援する、印旛沼環境学習の講師となりうる環境市民団

体および NPO の育成や、学校と環境市民団体をつなぐコーディネータの育成・活用につい

て、検討を行います。 
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3.6 市町連携（市町村みためし） 

(1) 背景と目的 

 市町が主体となった、「市町村みためし」は、緊急行動計画での取り組みから継続して

実施しています。2005 年度から開始し、2012 年度で 8 年目となりました。 

 この「市町村みためし」の目的は次のとおりです。 

・ 印旛沼流域の水循環健全化に向け、流域 13 市町が主体となった｢市町村みためし行

動｣を実践し、その成果を流域全体に広げていくことで、流域一体となった取り組み

を展開していく。 

・ 流域住民により近い市町が取り組みの主体となることで、住民の印旛沼流域水循環

健全化に対する意識改革や取り組みにつなげる。 

(2) 実施内容 

1) 2012 年度の行動 

 各市町による「市町村みためし行動」の内容は、以下の通りです（図 29）。市町から年

度当初に行動予定を掲げていただき、1 年間にわたって行動しています。また、前年度まで

の取り組みからさらなる改善・工夫をしながら、実践しています。 

 

図 29 「市町村みためし行動」の内容 

2) 報告会の開催 

昨年度に引き続き、流域 13 市町の担当者が一堂に会して取り組み内容・成果を発表する

「市町村みためし報告会」を開催しました。 

A) 目的 

・ 専門家から「市町村みためし行動」の内容についてのアドバイスをいただくことで、

行動内容の改善・発展を目指すとともに、流域 13 市町と専門家、県事務局担当者の

間で、各市町の取り組みの情報共有、および人と人との交流を図る。 

・ 「同じ流域の市町」「同じ重点対策群を進める市町」「同じ問題を抱える市町」な

どが連携し、情報共有・交流を図り、取り組みがより発展することを目指す。 

市 民 協 働 の 

水質・生物調査 

千葉市 八千代市・鎌ヶ谷市

清 掃 活 動 

四街道市 酒々井町 栄町 

各戸貯留浸透施設の 

普及促進 

船橋市、佐倉市 

高度処理型合併処理浄化槽の 

普及・適正な維持管理の促進 

成田市 八街市 

印西市 富里市 

廃食油の回収 

白井市 

生活排水対策 
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B) 開催概要 

a) 日時 

2012 年 3 月 26 日（火）13：30～16：30 

b) 場所 

千葉県庁南庁舎 9 階第 3 会議室 

図 30 市町による「市町村みためし」行動結果発表の様子 

c) 次第 

・ 千葉県から健全化会議での取り組み報告 

・ 13 市町から各「市町村みためし」行動結果の報告 

・ 意見交換（グループに分かれてディスカッション） 

「浸透対策グループ」：船橋市 佐倉市 

「生活排水対策グループ」：成田市 八街市 印西市 白井市 富里市 

「フィールドワーク（調査・清掃活動等）グループ」： 

千葉市 八千代市 鎌ヶ谷市 四街道市 酒々井町 栄町 

 

C) 開催結果 

各市町の報告に対して、専門家より多くのアドバイスを得ることができました。また、

2011 年度の報告会での専門家からの意見を踏まえ、2012

年度の行動内容を改善している事例もありました。 

また、グループディスカッションでは、各分野に分か

れ、少人数で議論することにより、各市町の担当から多

くの発言を得て、活発な意見交換をすることができまし

た。 

図 31 グループディスカッションの様子 

(3) 今後の方針 

今後は、「市町村みためし」行動、さらには、健全化の取り組みを流域全体、13 市町全

員で展開していくため、各市町の取り組みをより発展させていくことを目指します。その

ために、この報告会を通じて、市町担当者間のネットワークづくりの推進や、土木・環境

系以外の担当課の取り組みへの参加を促していきます。さらに、市町の取り組みを WEB サ

イト等で発信し、流域住民に知ってもらうことで、取り組み推進の契機としていきます。 
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3.7  印旛沼データセンターにおけるデータ整理 

(1) 背景と目的 

 これまで印旛沼流域水循環健全化会議における検討では、流域の様々な資料、データを

収集してきました。また、今後の検討、取り組みの中でも、引き続き多くの資料、データ

を収集していく予定です。 

 これらの資料、データは、健全化会議での検討だけでなく、広く発信し多くの人に活用

してもらうことが必要と考えます。そこで、これらのデータを一元的に管理するとともに、

いつでも誰でも使えるようなデータとして加工するとともに、データを広く発信するしく

みを構築していきます。また、健全化での各取り組みや各 WG・会議等、各関係者間でのデ

ータの共有も強化していきます。 

 

(2) 実施内容 

千葉大学（近藤研究室）において、GIS をベースとして、印旛沼流域情報を集積していま

す。今年度実施した内容は次の通りです。 

①印旛沼・流域環境フェアで発信 

・専用ブースを設け、流域の地形等の情報を展示しました。 

②地理情報（ベースマップ）の整備 

・研究者から一般市民まで、楽しく、かつベースマップとし

て使える基図の整備を進めた。また、流域全体で迅速図を

整備し、過去と現在の地形を比較できるようにしました。 

③観測データ：河川水質（県、市町

測定）等の整備 

・県、市町村測定の河川水質デー

タ等のデータベース化を行い

ました。 

 

(3) 今後の方針 

 今後も、「楽しい・使える」ベー

スマップの整備を進めるとともに、

それらを活用できるしくみを構築

していきます。合わせて、水質デー

タ等、河川に関するデータなどの充

実を図っていきます。 



 

 27

3.8  水と地域のネットワーク整備に関する検討 

(1) 背景と目的 

印旛沼流域再生の取り組みを効果的に推進するためには、流域市民が印旛沼に高い関心

と深い愛着を持ち、健全化の取り組みに対する理解を深めることが重要です。 

2010 年 10 月 8 日～10 日に開催した“川と沼ですてきな！体験を提案する全国大会 in ち

ば”では、「水辺を活用することで、水辺をきれいにしようというという機運が高まる」

といった意見が共通認識とされ、また、1 日目の市町長サミット（参加市町：成田市、佐倉

市、印西市、酒々井町、栄町）においても、「水辺、拠点のネットワークが必要である」

という意見がだされました。 

こうした流れを受け、流域市民の興味や関心を引き寄せて、人々が印旛沼と親しむこと

ができて、地域に賑わいをもたらす、「水辺を中心とした地域づくり」が必要であると考

えられています。 

(2) 実施内容 

 2012 年度は、印旛沼流域にある既存施設について、その施設の有する機能に着目して分

類・整理しました。具体的には、「歴史・文化的価値」「知名度」「ネットワークの有無」

「関連するイベント、行事等の有無」「研究機関等、公的施設」「防災拠点」で分類し、

基礎資料としました。 

 また、現状での印旛沼とその周辺におけるサイクリングロードやトイレ等の施設に関す

る課題の整理や、今後交流、活性化していく時の人的資源の状況、現状の流域内の行事や

イベントについて整理を行いました。 

 そして、既往の検討成果等をとりまと

め、印旛沼周辺にある名所、旧跡等の地

域資源情報、散策・ウオーキング・サイ

クリング等のルート情報、イベント情報、

駐車場や沼の堤防に沿う低地排水路の横

断箇所等の沼周辺のアクセス情報、地域

を活性化する街角・地域のミニ情報など

を集めた、印旛沼の利用を支えるマップ

を作成しました。 

(3) 今後の方針 

 2013 年度は、2012 年度の成果を踏まえ、

より具体的、実践的な内容の検討を進め

ていく方針です。 
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3.9  植生再生に向けた取り組み 

(1) 植生再生事業 

 かつての印旛沼は多様な沈水・浮葉植物が繁茂していました。しかし、現在の印旛沼で

は、沈水植物は植物体としては消失し、浮葉植物はオニビシなど数種を残して消失してい

ます。これが沼内の自浄作用を低下させ、流域対策など負荷削減の取り組みは進んでいな

がらも沼の水質改善が進まない一つの要因であると考えています。そのため、沈水・浮葉

植物を中心とした水生植物群落を再生させる植生再生に取り組んでいます。 

(2) 実施状況 

これまでに、北須賀工区、八代 1 工区、八代 2 工区、甚兵衛大橋工区、大竹工区、舟戸

大橋工区、土浮東工区で植生帯整備を実施し、2012 年度は八代 3 工区において整備を実施

しました（2013 年度も施工中）（図 32）。 

   

   

 

 

 

北須賀工区 

甚兵衛大橋工区 八代 2 工区 

八代 1 工区 

養殖池 

八代 3工区（施工中）

土浮東工区 舟戸大橋工区 

八代３工区(施工中) 

 

図 32 植生再生の取組み状況（撮影：2012(H24).5.29、八代 3 のみ 2013(H25).1.29） 
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シェルターA 

(2011 年の食害防

止シェルター) 

【ナマズ区】 

 

※ナマズ区：アメリカザリガニが通れる目合のネット

で囲い、ナマズを放したエリア 

(3) 2012 年度における主な成果 

1) 食害防止シェルターによる沈水生物の再生 

 2011 年度に引き続き、食害防止シェルターによる再生を行いました。北須賀工区、土浮

東工区、舟戸大橋工区で実施し、いずれも沈水植物群落を形成しました。土浮東工区では、

枕水植物（マツモ）を食害防止シェルターの外に出しましたが、シェルターの外でも広く

群落を拡大形成しました。 

 

2) 食害防止シェルターに代わる再生手法の検討 

食害防止シェルターにかわる再生手法の検討、食害防止シェルターによって沈水植物の

再生が可能であることが確認できました。

しかしながら、食害防止シェルターの規模

は、4m2（2m×2m）程度であり、さらに、

より大規模に再生する手法を検討する必

要があります。そこで、アメリカザリガニ

の捕食生物で、印旛沼の在来魚であるナマ

ズを用いた再生手法の可能性を検討しま

した。その結果、ナマズ区において沈水植

物が再生しました（図 33）。これはナマ

ズによる効果（捕食や忌避効果）の可能性

が示唆される結果であることから、今後も

継続してナマズによる再生手法の検討を行

います。 

図 33 ナマズ区およびシェルターの植生 

(4) 今後の方針 

 継続して、植生再生の取組みを実施します。また、既往検討で抽出された印旛沼の水質

改善対策について、実現可能性や期待できる水質改善効果を勘案して水質シミュレーショ

ンなどによる詳細な検討を行っており、今後も、より水質改善効果のある水質改善工法に

ついて検討を進める予定です。 

【シェルター外でも繁茂した沈水植物（マツモ）】 
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4. 計画の進捗管理                                        

4.1 健全化計画における対策の概要 

健全化計画の目標を達成し、「印旛沼・流域の再生」を実現するためには、計画を着実

に進めていくことが必要です。 

そのため、「掲げた目標がどのくらい達成しているのか」、「対策はどのくらい進んで

いるのか」といった実践状況を確認し、必要に応じて見直しながら、検討や取り組みを進

めていく必要があります。図 34 に「みためし」による計画推進のあり方を示します。 

本章では、目標の達成状況及び対策の進捗状況を整理しました。 

 

 

図 34 「みためし※」による計画推進 

※ みためし（見試し）：経験を積み重ねて、試行錯誤を繰り返しながら確立していくこと 
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4.2 対策の実施状況 

健全化計画で取り組み指標として具体的な対策量を掲げている 13 種類の取り組み指標に

ついて、実施主体へのアンケート等により、2011 年度の実施量を整理しました。また、過

年度の結果も合わせて示し、目標量との比較や経年的な傾向の整理を行いました。 

※第 1 期行動計画（案）での実施量（2009～2015 年度の 7 ヶ年分）を単純に 7 で割って

算出した値を単年当たりの計画対策量としました。 

 

4.2.1 各対策の実施状況 

(1) 雨水浸透マスの設置基数 

・ 第 1 期行動計画（案）の計画期間 7 ヶ年のうち 3 年が経過しました（3/7＝43％：目標ライ

ン）が、手繰川、神崎川、師戸川及び新川の 4 流域で 43%を超えた進捗となっています。

一方で、桑納川流域では 6%の進捗にとどまっています。 

・ 流域全体では 35%の進捗となっており、計画の 43%よりも、やや下回っています。 

・ 浸透マスは設置して年数が経過すると、マス内に落ち葉や砂等がたまり、目詰まりして浸

透機能が損なわれる可能性があることから、清掃等の維持管理も啓発する必要があります。 

・ 建築確認申請件数からの推測で設置基数を求めている市町があり、不確定性があります。

浸透 WG 等で把握方法を検討する必要があります。 

表 1 雨水浸透マス設置基数(前年度からの増加量) 

2015年までに 年当たり 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
鹿島川流域 23,000 3,286 2,400 2,083 2,361 6,844
高崎川流域 14,000 2,000 1,149 1,016 1,068 3,233
手繰川流域 8,000 1,143 1,677 1,808 1,578 5,063
神崎川流域 11,000 1,572 2,272 2,567 2,395 7,235
新川流域 3,000 429 384 515 519 1,418
桑納川流域 6,000 858 123 102 148 374
師戸川流域 2,000 286 460 521 528 1,509
西印旛沼直接流入流域 3,000 429 450 328 202 980
北印旛沼直接流入流域 14,000 2,000 885 1,250 986 3,121
流域全体 84,000 12,003 9,801 10,191 9,785 29,777

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
(基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基)

千葉市 ※4 563 231 358 1,151
船橋市 444 612 662 1,718
成田市 ※2　※3 96 298 0 394
佐倉市 ※2　※3 2,419 2,654 2,287 7,359
八千代市 131 122 152 405
鎌ケ谷市 6 40 33 79
四街道市 ※2　※3 1,627 1,336 1,676 4,639
八街市 ※2　※3 570 581 539 1,691
印西市 ※2　※3 2,107 2,387 2,421 6,915
白井市 ※2　※3 1,173 1,238 1,023 3,435
富里市 418 353 285 1,056
酒々井町 96 162 105 363
栄町 152 177 244 573

市町

流域
第1期行動計画（案）

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)

 

 
※1：四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 
※2：実際の設置基数が把握できないため、「建築確認申請件数」×「1 件当たりの雨水浸透マス設置基数」から算出しています。 
※3：※2 の算出の際、建築確認申請件数が行政区間全体の値だったため、流域内の申請件数を流域人口比で推定しました。 
※4：2009、2011 年度は※2 に示す方法で算出し、2010 年度は※2 及び※3 に示す方法で算出しました。なお、建築確認申請のうち、行政申請分

については、実績数（若葉区、緑区の 7 基）を用いました。 
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図 35 雨水浸透マス設置基数の推移 
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図 36 雨水浸透マス設置の進捗率 
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(2) 透水性舗装の整備面積 

・ 第 1 期行動計画（案）の計画期間 7 ヶ年のうち 3 年が経過しました（3/7＝43％）が、桑納

川・北印旛沼直接流入で 43%を超えた進捗となっています。一方で、師戸川流域、西印旛

沼直接流入流域の 2 流域では、2011 年度の整備はありませんでした。 

・ 流域全体では 35％の進捗となっており、目標よりやや下回っています。 

 

表 2 透水性舗装の整備面積(前年度からの増加量) 

2015年までに 年当たり 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
鹿島川流域 92,000 13,143 3,993 6,895 7,650 18,538
高崎川流域 53,000 7,572 8,824 5,135 1,203 15,162
手繰川流域 28,000 4,000 2,440 0 1,086 3,526
神崎川流域 50,000 7,143 2,960 3,776 2,265 9,001
新川流域 15,000 2,143 1,300 0 2,366 3,666
桑納川流域 18,000 2,572 3,428 573 5,013 9,014
師戸川流域 9,000 1,286 0 0 0 0
西印旛沼直接流入流域 14,000 2,000 150 2,169 0 2,319
北印旛沼直接流入流域 72,000 10,286 26,931 19,191 17,089 63,211
流域全体 351,000 50,145 50,025 37,739 36,671 124,436

流域
第1期行動計画（案）

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)

 

※：四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 
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図 37 透水性舗装の整備面積 
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図 38 透水性舗装整備の進捗率 
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(3) 貯留施設の整備貯留量 

・ 第 1 期行動計画（案）の計画期間 7 ヶ年のうち 3 年が経過しました（3/7＝43％）が、桑納

川流域・新川流域で 43%を超えており、特に桑納川流域ではすでに 2015 年度の目標量を

達成しています。一方で、師戸川、西印旛沼直接流入流域での設置は、2011 年度にはあり

ませんでした。 

・ 流域全体では、毎年同程度の実施量となっているものの、進捗率は 28%となっており、目

標より下回っています。 

 

表 3 貯留施設の整備(前年度からの増加量) 

2015年までに 年当たり 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
鹿島川流域 37,000 5,286 5,165 3,151 1,656 9,971
高崎川流域 22,000 3,143 1,120 925 1,568 3,613
手繰川流域 13,000 1,858 1,009 2,953 848 4,810
神崎川流域 19,000 2,715 458 393 285 1,137
新川流域 6,000 858 661 2,527 664 3,852
桑納川流域 9,000 1,286 3,040 3,076 6,233 12,349
師戸川流域 3,000 429 0 0 0 0
西印旛沼直接流入流域 5,000 715 156 228 0 384
北印旛沼直接流入流域 26,000 3,715 84 931 1,552 2,568
流域全体 140,000 20,000 11,692 14,185 12,807 38,683

流域
第1期行動計画（案）

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)

 

 ※四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 
※データを精査し、見直しを行いました。そのため昨年度の報告値と異なります。 
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※データを精査し、見直しを行いました。そのため 2010 年度の報告値と異なります。 

図 39 貯留施設の整備貯留量の推移 
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※データうぃ精査し、見直しを行いました。そのため 2010 年度の報告値と異なります。 

図 40 貯留施設設置の進捗率 
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(4) 下水道普及率 

・ 下水道普及率は、2008 年度末：76%→2011 年度末：78%と増加しており、流域全体で取り

組みが進んでいます。 

 

表 4 下水道普及率※1 

2015年 2008年

普及率※1 普及率※1 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2 普及率※1 接続率※2

（%） （％） （%） （%） （%） （%） （%） （%） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

鹿島川流域 68 63 70 97 70 97 71 97

高崎川流域 69 55 47 95 48 96 49 97

手繰川流域 93 89 90 95 90 95 90 96

神崎川流域 92 86 85 97 85 97 85 98

新川流域 89 85 90 98 90 98 90 98

桑納川流域 95 82 81 98 81 98 80 98

師戸川流域 93 91 81 99 81 99 80 98

西印旛沼直接流域 89 81 84 97 84 97 84 96

北印旛沼直接流域 84 78 77 97 77 97 78 97

流域全体 84 76 77 97 77 97 78 97

2012年 2015年2014年2013年

現状

流域 2011年※32010年2009年

実績値：第1期行動計画（案）での期間(年度)第1期行動計
画（案）目標値

 

 

※1 普及率：健全化計画では、普及率を、流域人口に対する水洗化人口（実際に下水道に接続している人口）

の割合として定義して進捗管理を行なっています。そのため、農林水産省、国土交通省、環境省

で公表している下水道普及率の値とは異なります。 

※2 接続率：下水道処理人口（下水道が整備されている地域の人口）のうち、水洗化人口（下水道管に接続し

ている人口）の割合を示します。 

※3 2011 年度は速報値です。 

注）第 1 期行動計画（案）目標値及び現状値は自然流域であるため、2009 年度から示している実績値と異なっ

ています。実績値は毎年調査を行う必要があることから、千葉県水質保全課が毎年実施している湖沼水質

保全計画での指定地域内での下水道普及率の集計値を使用しています。 
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(5) 高度処理型合併処理浄化槽利用人数 

・ 流域全体の浄化槽設置対象人口（流域人口－下水道処理人口）に対する高度処理型の割合

は流域全体で約 8%（高度処理人口：1.3 万人／対象人口：17.0 万人、H23.4.1 時点）であ

り、前年度からの増加割合が大きくなっています。 

 

表 5 高度処理型合併浄化槽対象人口に対する利用人数の割合 
第1期行動計画（案）

目標値
2015年までに 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

鹿島川流域 14 2 3 4 6
高崎川流域 16 1 2 4 5
手繰川流域 29 3 5 6 11
神崎川流域 18 3 5 7 10
新川流域 18 3 3 4 9
桑納川流域 22 4 6 9 11
師戸川流域 25 12 12 20 25
西印旛沼直接流入流域 16 4 5 8 13
北印旛沼直接流入流域 14 4 6 7 10
流域全体 17 3 4 5 8

流域
現状 第1期行動計画（案）での期間(年度)

 
注）行動計画書での値と本表の値は異なっています。本表での値は毎年調査を行う必要があることから、県水

質保全課が毎年実施している湖沼水質保全計画での指定地域内での下水道普及率の集計値を使用していま

す。 

※2011 年度は速報値です。 
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図 41 高度処理型合併処理浄化槽利用人数の進捗率 
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(6) ちばエコ農業による耕作面積およびエコファーマー認定件数 

・ ちばエコ農業の耕作面積は、2010 年度は 2009 年に比べて増加していますが、2011 年度は

2010 年度より若干減少しています。 

・ エコファーマー認定件数は、現状(基準年：2008 年)に比べて増加していますが、2009 年度

以降、若干減少しています。 
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図 42 ちばエコ農業による認証耕作面積の推移 
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図 43 エコファーマー認証件数の推移 

 ※認証面積・認証件数については、印旛沼流域内での集計ができていないため、流域 15 市町村（現在は

13 市町）の行政区域内での総数としています。 
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(7) 特定外来生物の駆除 

・ ナガエツルノゲイトウについては、毎年駆除が行われていますが、過去に防除した箇所に

おいて再繁茂が確認されています。継続的な駆除とともに、対応策の検討が必要です。 

・ カミツキガメについては、2007 年度より鹿島川、高崎川を中心に防除捕獲が実施されてお

り、駆除数は 2008 年度から上昇し、2011 年度の駆除数はこれまでで最大となりました。 
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図 44 ナガエツルノゲイウトウ駆除面積(左図)及びカミツキガメ駆除頭数(右図) 

 

  

図 45 ナガエツルノゲイトウ繁茂状況(写真左)・カミツキガメ捕獲状況(写真右) 
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(8) 河道整備延長 

・ 第 1 期行動計画（案）の計画期間 7 ヶ年のうち 3 年が経過しました（3/7＝43％）が、高崎

川で 43%を超えた進捗となっています。一方で、鹿島川・北印旛沼直接流入流域では進捗

はありませんでした。 

・ 流域全体では 31%の進捗となっており、目標（43％）より下回っています。 

 

表 6 河道整備実績(前年度からの増加量) 

2015年までに 年当たり 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
鹿島川流域 950 136 0 0 0 0
高崎川流域 500 72 110 144 60 314
桑納川流域 3,600 515 958 236 197 1,391
北印旛沼直接流入流域 1,600 229 156 208 0 364
合計 6,650 950 1,224 588 257 2,069

流域
第1期行動計画（案）

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)

 

 

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

年度

進
捗

率
(%

)

鹿島川流域

高崎川流域

桑納川流域

北印旛沼直接流入流域

合計

目標ライン

 

図 46 河道整備の進捗率 

※鹿島川、高崎川、桑納川、北印旛沼直接流入流域以外の流域においては目標値が設定されていません。 
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(9) 親水拠点の整備箇所数 

・ 水と地域のネットワーク WG において、関係者と協議しながら、整備に向けて検討を進め

ています。 

 

 

図 47 親水拠点予定箇所図 （第 1 期行動計画（案）より） 
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(10) 植生帯整備面積(延長) 

・ 2011 年度は北印旛沼で 60m、西印旛沼で 95m を整備しました。 

・ アメリカザリガニによる食害などの影響が深刻であるとわかったため、現時点では大規模

な植生帯整備を控えており、食害等の対策を検討している段階です。 

 

表 7 植生帯整備実績（累計） 
第1期行動計画（案）

目標値
2015年までに 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

印旛沼 8,000 760 1,399 1,964 2,134

合計 8,000 760 1,399 1,964 2,134

第1期行動計画（案）での期間現状
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図 48 植生帯の再生進捗状況 
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(11) 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 

・ 2011 年度は、小学校で 39 校、中学校で 10 校でした。前年度に比べて、小学校の実施数は

2010 年度は減少しましたが、2011 年度は横ばいです。中学校での実施数は増え、合計と

しては微増しています。 

 

表 8 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 
第1期行動計画（案） 現状

目標値 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
小学校 7 45 39 39
中学校 1 9 6 10
合計 8 54 45 49

第1期行動計画（案）での期間（年度）
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図 49 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 
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(12) WEB サイトいんばぬま情報広場のアクセス件数 

・ 2010 年度は直前にリニューアルを行ったため、2009 年度と比較してアクセス数が約 2.0 倍

に増えました（上図）。 

・ 2011年度は目標の 2,000アクセスを越える月がありました。2010年度より減少したものの、

月 1,000 アクセスを維持しています。 

 

表 9  WEB サイトいんばぬま情報広場アクセス数の推移 
第1期行動計画（案）

目標値
2015年までに 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,000 800 967 1,905 1,382

実績（単位：アクセス/月平均）現状
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図 50 WEB サイトいんばぬま情報広場アクセス数の推移 
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4.2.2 施策進捗状況のまとめ 

 以上の整理を踏まえて、8 の重点対策群の 13 の指標の進捗状況をまとめると、以下の通

りです。 

下水道普及率（下水道の整備）および WEB サイト「いんばぬま情報広場」のアクセス数

については目標を越える進捗となっています。 

雨水浸透マスの設置や高度処理型合併処理浄化槽の普及状況は目標に近い進捗となって

います。 

貯留施設の整備、河道整備はやや遅れ気味で、植生帯整備の進捗は目標を下回っていま

す。 

 

重点対策群 取り組み指標
現状

（2008年度）

第一期行動計画（案）
(2009～2015年度

：7ヶ年）
2011年度実績

進捗度合
評価

1　雨水浸透マスの
設置基数

約1.2万基/年 8.4万基増
0.98万基増

（Total 3.0万基増）

2　透水性舗装の整
備面積

約5万m2/年 35万m2増
3.7万m2

増

（Total 12.4万m2増）

3　貯留施設の整備
貯留量

約2万m3/年 14万m3増
1.3万m3

増

（Total 3.9m3増）

1　下水道普及率 76% 84% 78%

2　高度処理型合
併浄化槽利用人数

対象人口の約3%
（約5,000人）

約17％ 8%

1　ちばエコ農業に
よる耕作面積

水稲：246ha
水稲以外：398ha

増加
水稲：253ha

水稲以外：473ha

2　エコファーマー
認定件数

407件 増加 493件

④湧水と谷津・里山を保
全・再生し、ふるさとの生
き物を育みます

1　特定外来生物の
駆除

侵入・拡大 侵入・拡大させない
カミツキガメ532頭駆除
ナガエツルノゲイトウ

4,500m2
駆除

⑤水害から街や交通機
関を守ります

1　河道整備延長 約4,800m
約11,450m

（約6,650m増）
257m増

（Total 2,069m増）

⑥親しみのある水辺を
創造します

1　親水拠点の整備
箇所数

0箇所 1箇所以上
水と地域のネットワー

クWGにて検討中

⑦かつてあった水草を
再生します

1　植生帯整備面

積(延長)
約760m 8,000m

延べ155m
（延べ延長 2,134m）

1　水環境をテーマ
とした環境学習実
施学校数

延べ8校
(モデル校として実施）

増加 49校

2　WEBサイトいん
ばぬま情報広場の
アクセス数

約800アクセス/月
2,000アクセス/月
（1200アクセス増）

1,382アクセス/月
（582アクセス増）

①雨水を地下に浸透さ
せます

②家庭から出る水の汚
れを減らします

③環境に優しい農業を
推進します

⑧環境学習、流域市民
の自主的な行動を活発
にします

36%

28%

51%

36%

31%

19%

35%

49%

0% 50 100%
43%
↓

2008年から+81.6ha増

延べ148校

2009～2011年度の合

検討をすすめている

2008年から

カミツキガメ470頭駆除、

ナガエツルノゲイトウ 2,470m2
駆除

2008年から+86件増

 

図 51 対策進捗状況 

（評価の凡例） 

 

 ※100%になると第 1 期行動計画での目標値を達成です。 

・まだまだ達成できていません 
・一層の取り組み努力が必要です 

・達成できています 
・着実に進んでいます 

2011 年度 

段階 

2015 年度

目標 
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4.3 目標達成状況の評価 

4.3.1 計画における目標 

 印旛沼流域水循環健全化計画及び第 1 期行動計画（案）では、恵み豊かな印旛沼・流域

の再生に向け、5 つの目標を設定しています。 

 さらに、その目標に関連する 9 項目の評価指標と目標を設定し、目標達成状況の評価を

行なっています。 

 

 

図 52 5 つの目標と 9 つの評価指標 
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4.3.2 各目標に対する達成状況 

(1) 水質 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

水質 
クロロフィル a：年平均 75μg/L 以下 

COD：年平均 7.5mg/L 以下 

1) 達成状況 

A) クロロフィル a 

・ 2010 年度に比べ、西沼、北沼ともに濃度は増加しました。これは、例年は濃度が低

下する春や秋に濃度が高かったために、年平均値が高くなったことが考えられます。 

B) COD 

・ 2011 年度は西沼 11mg/L、北沼 12mg/L であり、2010 年度と比較して上昇しました。 

2) 取り組みの方向性 

・ 植物プランクトンの栄養である窒素やリンの流入河川での濃度は、横ばいか上昇の

傾向にあり、沼内では植物プランクトンが増加しやすい状況にあると推測されます。 

・ 東日本大震災の影響により、一時期、印旛沼の水位を通常より下げたため、風波に

よる底泥の巻き上げ等の影響が増え、水質が悪化しやすかったこと、また、夏期に

高温となったため、植物プランクトンが例年以上に増殖したことが考えられます。 

・ 引き続き、流入河川における窒素やリンの削減を進める必要があります。 
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図 53 水質（クロロフィル a、COD）の推移 
（観測地点）西沼：上水道取水口下地点、北沼：北印旛沼中央地点 
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(2) アオコ 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

アオコ アオコの発生が目立たなくなる 

 

1) 達成状況 

・ 2011 年度では、2010 年度までに比べアオコの発生が確認された箇所・日数ともに減

少しました。 

・ ただし、水質データからクロロフィル a 濃度は上昇しており、2011 年度では、春や

秋において例年よりも珪藻類等が増加していることが確認されています。 

2) 取り組みの方向性 

・ 2011 年度では、アオコ発生日数としては 2010 年度より減少しました。ただし、アオ

コは気象条件等の影響を受けるため、クロロフィル a 濃度は増加していることから、

引き続き、栄養である窒素やリンの削減を進める必要があります。 

 

図 54 2004～2012 年度におけるアオコの発生状況 
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(3) 清澄性 
 

 
 
 
 
 

 

1) 達成状況 

・ 佐倉ふるさと広場地点（西印旛沼）での見透視

度調査結果を用いて達成状況を整理しました。 

・ 調査開始当初は見透視度が 0m となる時期もあ

りましたが、2011 年度も含め、近年では 0.1～

0.3m の範囲で、横ばいで推移しています。特に、

植物プランクトンが減少する冬季に見透視度が

上昇する傾向が見られます。 

2) 取り組みの方向性 

・ 見透視度は、水中の懸濁物質の量に影響を受け

るため、これを低減させる取り組みとして、流

入負荷削減や沼内の水生植物群落の再生を行い、

水質改善、底泥の巻き上げ抑制を進めていく必

要があります。 

                            図 55 見透視度計のイメージ 
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図 56 見透視度
み と う し ど

調査結果（佐倉ふるさと広場） 
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評価指標 

2015 年目標 

清澄性 
透明度が改善する 

：0.5m 程度 
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(4) におい 

 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

におい 臭気が少なくなる 

1) 達成状況 

・ 柏井浄水場原水の水質検査結果（千葉県水道局）によると、2005 年以来、2011 年度

も含めて、藻臭や下水臭、かび臭などの臭気が毎年発生しています。 

・ 2005～2008 年度では、毎月のように藻臭、下水臭等の発生がありましたが、近年で

は頻度は減少しています。 

・ 2010 年度と 2011 年度を比較すると、夏の藻臭は減少していますが、冬期に藻臭が発

生しています。 

2) 取り組みの方向性 

・ においは、アオコ等、植物プランクトンの増殖状況により影響を受けるため、アオ

コ対策や COD、クロロフィル a の改善と同様に、植物プランクトン増殖を抑制する

ための対策を行う必要があります。 
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図 57 柏井浄水場原水(印旛取水場)の臭気 
年 月 藻臭 下水臭 かび臭 青草臭 年 月 藻臭 下水臭 かび臭 青草臭

2005 4 ● 2009 4 ● ●
2005 5 ● ● ● 2009 5 ● ● ●
2005 6 ● ● 2009 6 ●
2005 7 ● ● ● 2009 7 ●
2005 8 ● ● 2009 8 ● ●
2005 9 ● 2009 9 ● ●
2005 10 ● ● 2009 10 ● ●
2005 11 2009 11 ●
2005 12 2009 12 ● ●
2006 1 2010 1 ● ●
2006 2 2010 2 ●
2006 3 2010 3 ●
2006 4 2010 4 ● ●
2006 5 ● ● 2010 5 ● ●
2006 6 ● ● 2010 6 ● ●
2006 7 ● ● 2010 7 ● ●
2006 8 ● ● 2010 8 ● ● ●
2006 9 ● ● 2010 9 ● ●
2006 10 ● ● 2010 10 ● ●
2006 11 ● ● 2010 11 ●
2006 12 ● ● 2010 12 ● ●
2007 1 ● ● 2011 1 ● ●
2007 2 ● ● 2011 2 ●
2007 3 ● ● 2011 3 ● ●
2007 4 ● ● 2011 4 ● ●
2007 5 ● ● ● 2011 5 ● ●
2007 6 ● ● ● 2011 6 ● ●
2007 7 ● ● ● 2011 7 ● ●
2007 8 ● ● 2011 8 ● ●
2007 9 ● ● ● 2011 9 ● ●
2007 10 ● ● 2011 10 ● ●
2007 11 ● ● 2011 11 ● ●
2007 12 ● ● 2011 12 ● ●
2008 1 ● ● 2012 1 ● ●
2008 2 ● ● 2012 2 ● ●
2008 3 ● ● 2012 3 ● ●
2008 4 ● ●
2008 5 ●
2008 6 ●
2008 7 ● ●
2008 8 ● ●
2008 9 ● ●
2008 10 ● ●
2008 11 ●
2008 12 ● ●
2009 1 ●
2009 2 ● ●
2009 3 ● ●

印旛沼取水場更新工事のため、
印旛沼より取水せず

 

 
※2010 年 4 月~2012 年 3 月は速報値 
 出典：千葉県水道局 HP より 
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(5) 水道に適した水質 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

水道に適した水質 2-MIB、トリハロメタン生成能が改善する 

1) 達成状況 

・ 2-MIB については 2005 年度に 0.052μg/L を記録して以降、2030 年度の目標値である

0.1μg/L を大幅に上回った状態にありましたが、近年は減少傾向にあり、2011 年度で

は年最大 0.3μg/L となり、ピークを記録した 2007 年度の 1.9μg/L と比較すると大幅に

減少しています。 

・ トリハロメタン生成能については 2005 年度以降徐々に低下していましたが、2009 年

度に上昇し、2010 年度では年最大 0.152mg/L となりました。2011 年度では 0.148mg/L

と、2010 年度より若干低下しました。 

2) 取り組みの方向性 

・ 2MIB はアオコから生成されるため、アオコの発生を抑制することが重要です。前述

でのアオコ対策と同様に、流域対策・沼内対策を実行していく必要があります。 
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図 58 2-MIB(年最大値)、トリハロメタン生成能(年最大値)の推移（柏井浄水場原水） 

※2010 年は速報値 
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(6) 利用者数 

 

目標達成 

評価の視点 
2015 年目標 

利用者数 増加する 

 

1) 達成状況 

・ 2011 年度は 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により、印旛沼堤防やサイクリ

ングロードの被災、また花火大会等の各種イベントが中止になりました。このため、

2011 年度の利用者データを他の年度のデータとを比較することは難しいことから、

2011 年度は評価を行いません。（2011 年度の値は参考値扱いとします） 

※なお、今後、利用者数の達成状況を評価する際は、イベントの有無による利用者数

の増減の影響を除外するために、「佐倉ふるさと広場」と「サイクリング」と「屋

形船」の利用者数についての評価も行うこととします。 

 

2) 取り組みの方向性 

・ イベント時だけでなく、日常的に周辺住民が印旛沼を利用することのできる、人が

水に親しめるようなスペースや拠点等の整備が必要です。 
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※データ出典：各流域市町（各種イベント） 

佐倉市観光協会（各種イベント、佐倉ふるさと広場、サイクリング、屋形船） 

図 59 利用人数の比較（2004～2012 年度） 
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 ※データ出典：佐倉市観光協会 

図 60 佐倉ふるさと広場とサイクリングの利用人数の推移（2004～2012 年度） 
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(7) 湧水 

目標達成 

評価の視点 
2015 年目標 

湧水 
印旛沼底や水源の谷津で

豊かな清水が湧く 

1) 達成状況 

・ 注目地点としている加賀清水湧水の枯渇日数は、2010 年度に引き続き、2011 年度も

ゼロでした。（加賀清水公園内にある湧水池からの流出がなくなった場合を枯渇と

してカウントしています） 

2) 取り組みの方向性 

・ 雨水浸透マス普及のために作成した「印旛沼ルール」を運用していくとともに、広

く発信し、浸透対策の取り組みを推進します。 

・ モニタリングを継続し、長期的な視点で取り組み効果を把握します。 
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図 61 加賀清水での浸透マス設置と湧水池の枯渇日数 

観測データなし 

枯渇日が少 
枯渇日が多 

みためし行動の開始 

佐倉アメダス降雨量 

雨水浸透マス設置基数（年度末時点の累計） 

枯渇日数 

※枯渇日数：湧水池下流端の越流流量の日平均がゼロの日数 
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(8) 生き物 

 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

生き物 
・かつて生育していた沈水植物が再生する 

・特定外来生物を侵入・拡大させない 

1) 達成状況 

・ 北須賀工区においては、アメリカザリガニの食害対策（シェルター設置）により、

沈水植物の発芽、生育が確認できました。 

・ 八代 1 工区においては、2010 年度のエリア A やエリア B と比較すると沈水植物群落

規模は縮小しましたが、エリア A では継続的に沈水植物群落の生育が確認でき、エ

リア B には印旛沼の水を導入したことにより、印旛沼の水質でも発芽・生育できる

ことが確認できました。 

2) 取り組みの方向性 

・ 引き続き、植生帯整備工区での沈水植物の再生を進めていくことが必要です。 

 

 

 

図 62 北須賀工区・八代 1 工区位置図 

八代 1 工区

北須賀工区 
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図 63 北須賀工区植生状況 

 

 

  

 

 

図 64 食害防止シェルターの設置とその成果 

食害防止シェルター内の様子 食害防止シェルター 

食害防止シェルターの設置箇所 
B ゾーン 4 基（対照区 1 基） 
C ゾーン 4 基（対照区 1 基） 
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・ 八代 1 工区のエリア B には沼水を導入し、印旛沼の環境に近い状況での沈水植物の

発芽・生育状況を確認できました。 

  

図 65 導水管設置位置及びイメージ 

 

 
 

 
 
 

 

 

図 66 八代 1 工区の植生状況と植生確認時の水深状況 

対照区水深計 

工区水深計

八代1A 

八代1B

導水管設置位置

2010(H22)年度と同様

に豊富な沈水植物群落

が再生しました。

2010(H22)年度と比較すると群落規

模が減少しましたが、クロモなどの

生育が確認され、印旛沼水環境では

最大規模（約 260m2）で再生しました。

 

クロモをはじめとした沈水植

物群落規模が拡大しました。 

（再生面積約 810m2）

■2011(H23)年 8 月の植生 

■2011(H23)年 10 月の植生 

※図中の数値は水深（m）

※図中の数値は水深（m）

9 月に管理を低下（20cm） 

※クロモが繁茂するエリアを

干出させないようしました。
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(9) 水害 

 

目標達成 

評価指標 
2015 年目標 

水害 治水安全度が向上する 

1) 達成状況 

・ 2006 年度、2007 年度に避難勧告が出されましたが、浸水被害が発生した 2004 年度

以降は、印旛沼流域で浸水被害は生じていません。 

2) 取り組みの方向性 

・ 浸水被害の発生は、その年の豪雨など、雨の振り方にも影響されるため、長期的な

期間で目標達成状況を確認していく必要があります。 

・ 河川改修だけでなく、降雨時の流出抑制のため、貯留・浸透対策等の流域対策を連

携して取り組んでいく必要があります。 

 

表 10 浸水面積と日最大降水量、時間最大降水量 

浸水面積と最大日降水量 最大時間降水量 

降水量（mm） 降水量（mm） 年度 浸水面積 

（ha） 日付 日最大 時間最大 日付 時間最大

2003 0 8/15 145 19 5/20 39 

2004 61.9 10/9 155 42 9/4 48 

2005 0 7/26 77 17 7/6 21 

2006 0 10/6 169 12 9/27 27 

2007 0 10/27 110 15 9/12 28 

2008 0 4/8 83 12 9/20 21.5 

2009 0 8/10 142 65.5 8/10 65.5 

2010 0 9/8 100 41.5 9/16 46.5 

2011 0 9/21 129 28.0 8/5 29.0 

雨量データ出典：気象庁 佐倉アメダスデータ   
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4.3.3 目標達成状況とりまとめ 

以上、前節までの取りまとめ成果より、9 つの目標達成の評価を、下表に示すように 5 段

階の「かえるマーク」で表しました。 

 進捗が悪い『泣き顔』のカエルはないものの、進捗がより良い『笑い顔』のカエルもま

だ見られないため、取り組みをより一層推進していくことが必要です。 

表 11 目標の達成状況 

目標達成 
評価指標 

2015 年度目標値 2011 年度の達成状況 

水質 

★クロロフィル a 
:年平均 75μg/L 以下 
★COD:年平均 7.5mg/L
以下  

西沼において COD は 2010 年度で 8.9mg/L
でしたが、2011 年度では 11mg/L と増加、

クロロフィル a も 89μg/L から 110μg/L と

増加しました。また、北沼においても同じ

く増加しました。 

アオコ発生 
★アオコの発生が目立

たなくなる 
 

COD、Chl.a は増加しましたが、2011 年度

のアオコ発生は、2010 年度と比べて発生箇

所数、日数ともに減少しました。 

清澄性 
★透明度が改善する 

:0.5m 程度 
 

2011 年度では、2010 年度とほぼ同じ 0.1～
0.3m 程度で横ばいです。 

におい ★臭気が少なくなる 

 

藻臭や下水臭、かび臭等の臭気が 2010 年

度と同様に発生していました。特に、藻臭

は冬期の発生が見られます。 

水道に適した

水質 
★2-MIB、トリハロメタ

ン生成能が改善する 
 

2010 年度では、2-MIB・トリハロメタン生

成能はそれぞれ 0.5μg/L・0.152 mg/L、2011
年度では 0.3μg/L・0.148 mg/L でした。2-MIB、
トリハロメタン生成能ともに低下しまし

た。 

利用者数 ★増加する － 
3/11 の東日本大震災により印旛沼の被災

や、各種イベントの中止などの影響があっ

たため、今年度の評価は行いません。 

湧水 
★印旛沼底や水源の谷

津で豊かな湧水が湧く 
 

注目地点としている加賀清水湧水で 2011
年度は 2010 年度と同様に、枯渇した日は

ありませんでした。 

生き物 

★かつて生育していた

沈水植物が再生する 
★特定外来生物を侵

入・拡大させない  

2010 年度に引き続き、2011 年度において

も植生帯整備工区において沈水植物や希

少種が確認されました。 
ナガエツルノゲイトウの駆除、カミツキガ

メの駆除が継続して実施されています。 

水害 
★治水安全度が向上す

る 
 

2011 年度は浸水による被害は報告されて

いません。 

  （評価の凡例） 

 

 
・まだまだ達成できていません 
・一層の取り組み努力が必要です 

・達成できています 
・着実に進んでいます 
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5. 印旛沼・流域を知ってもらうために                            

5.1 印旛沼流域環境・体験フェア 

(1) 目的 

 印旛沼流域水循環健全化に関する取り組みを流域住民及び県民に広く周知し、また、印

旛沼を愛護する精神を育むことをもって、印旛沼流域の健全な水循環の再生のための取り

組みを実践する契機とすることを目的としています。 

(2) 特色 

 印旛沼を実際に見て、触れることができ、印旛沼の環境について考える催しであり、環

境に関する市民団体及び流域市町・関係機関が一体となって開催しました。 

①印旛沼隣接地での開催（印旛沼に触れ、楽しめる仕掛け） 

・屋形船／Ｅボート乗船体験 

②流域全体での取り組み・市町との連携 

・流域内の環境団体によるパネル展示等 

・流域１３市町によるブース出展 

・佐倉市一斉清掃 同時開催 

③市民団体等及び関係機関との連携 

・印旛沼環境団体連合会との共催 

・農事組合法人鹿島等農業関係団体との連携 

・ 第２回Ｅボートちば大会 印旛沼 同時開催（市民団体主催） 

・ 疏水フォーラム２０１２in いんばぬまと連携（水土里ネット印旛沼主催） 

(3) 2 日目（21 日）の内容 

秋佐倉マルシェ“コスモス広場” 

 ちばエコ農産物の紹介等を行うほか、農事組合法人鹿島をはじめ農業関連団体によるコ

スモス摘み取り、農業機械乗車体験、農産物・加工品販売などを実施。 

  ・ちばエコ農産物等環境関連パネル展示、コスモス摘み、農業機械乗車体験、 

農産物、加工品販売、米粉製粉機展示、６次産業化相談、新規就農相談ブース 

(4) 来場者数 

２０日（土） 約 2,000 人 

２１日（日） 約 1,000 人   合計約 3,000 人（Ｈ23 約 800 人） 
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(5) 会場の様子 

 

開会式                     千葉県ブース 

 

 

 

 

 

 

 

来場者、会場の様子（ステージを見る）      流域キャラクター 

 

 

 

 

 

 

 

E ボート大会                  各ブースの様子 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 今後の方向性 

 「印旛沼流域環境・体験フェア」の継続開催に向けて、地元と連携して検討を進めます。 
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5.2  WEB サイト「いんばぬま情報広場」 

 健全化会議では、流域関係者への情報提供、また、交流の場として、WEB サイト「いん

ばぬま情報広場」を運営しています。最新情報への随時更新だけでなく、より分かりやす

く使いやすい WEB サイトとするための改良を行いました。 

 

(1) 掲載内容の更新 

 イベント情報やいんばぬまクイズ、印旛沼の水質について、随時更新を行いました。ま

た、健全化会議での取り組み状況について、更新を行いました（図 67）。 

 

1) ツイッターのリアルタイム表示 

「ツイッター」とは 140 文字以内の短い投稿(ツイート)を入力して、みんなで共有するサ

ービスです。多世代、他分野で、日常的に使われているものであり、最近では、東日本大

震災時に情報発信・収集の手段として使用されたことが取り上げられました。また、多く

の著名人も情報発信の手段として活用しています。 

トップページにツイッターの表示枠を設け、リアルタイムで「印旛沼」に関連する「つ

ぶやき」をピックアップして表示するようにしました。 

 

2) バナーの追加 

「バナー」とはウェブページ上で他のウェブサイトを紹介する役割をもつ画像のことで

す。トップページにバナーがあることで、特にアクセスしてほしいページを視覚的に強調

し、閲覧者をそのページに誘うことができます。また閲覧者もバナーをクリックすること

で、そのページを即時に見ることができるようになります。 

そこで、健全化の取組みで特に進めてきた以下の内容についてバナーを用意しました。 

・みためし行動冬期湛水報告書 

・印旛沼・流域再生大賞 

・印旛沼ルール 

・印旛沼流域環境・体験フェア 
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図 67 「印旛沼」に関連するツイッター（つぶやき）のリアルタイム表示と 

トップページのバナー追加 

 

3) アクセス数解析 

WEB サイトの改良を図っていくため、WEB ページへのアクセス数解析を行いました（図 

68）。ここでは、WEB サイト開設時の 2006 年 12 月から 2013 年 2 月の約 7 年間の月別のい

んばぬま情報広場へのアクセス状況を整理しています。トップページへのアクセス数とサ

イト内の全てのページへの合計アクセス数を次ページに示します。 

2009 年 9 月末と 2011 年 3 月末に WEB サイトのリニューアルを行っています。また、2010

年 1 月以降にアクセス数が大きく増加している理由は、流域のイベント情報を追加して定

期的に WEB サイトを更新するようにしたこと、2010 年 1 月に策定した健全化計画書を掲載

したことが考えられます。 

2010 年の秋にアクセス数が多くなっていますが、この時期に千葉県において、「川での

福祉と教育の全国大会」が開催されており、WEB ページのアクセスが多くなったものと考

えています。 

また、2012 年 11～12 月にかけて全ページアクセス数が多くなっていますが、これは「取

り組み成果とりまとめ」のページを開設した時期と重なっており、閲覧が多かったと考え

ています。 
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図 68 いんばぬま情報広場のアクセス状況（2006 年 12 月～2013 年 2 月、月別） 
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5.3 印旛沼・流域再生大賞 

5.3.1 創設の目的 

 印旛沼・流域の再生を目指すには、積極的に行動する人々を増やすとともに、より多く

の人に知ってもらう、関心を持ってもらうこと、そして、それを根付かせ、継続させるこ

とが必要です。その機運を高めるために、次の 2 つの要素が必要であると考えました。 

・ すでに行動している組織・団体・個人の取り組み意欲を維持する（もっと頑張ろう！） 

・ 組織・団体・個人が新たに行動を始める機会を提供する（いいね、やってみよう！） 

そして、この二つの要素をより充実させることを目的に、『印旛沼・流域再生大賞』

を創設しました。 

 

5.3.2 期待する効果 

全国的な事例である日本水大賞

制度等の事例から、環境活動に対

する表彰制度を導入することで、

図 69 のような効果が期待できる

と考えています。 

 すでに活動している団体・個人

を表彰し、称えることでモチベー

ションを維持・向上させ、受賞者

を PR することで、行動そのもの

を周知するだけでなく、行動する

メリットも示すことができると考

えています。それにより、団体・

個人が新たに行動するための意欲

につながり、つまり、行動の機会

を創出することを期待しています。 

図 69 表彰制度により期待される効果（イメージ） 

 

5.3.3 第 1 回印旛沼・流域再生大賞の受賞者 

 第 1 回印旛沼・流域再生大賞は、選考委員会での選考結果により、図 70 に示す 2 者が受

賞しました。 

 受賞者は WEB ページで紹介し。印旛沼環境体験フェア等各種イベントにて受賞の発表を行

い、平成 24 年度 財団法人印旛沼環境基金助成報告会では活動内容を講演していただきまし

た。 

当
該

個
人

・
団

体
の

今
後

の
取

り
組

み
意

欲
の

向
上
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図 70 第 1 回印旛沼・流域再生大賞表彰者 

活動主体の名称

（敬称略） 

活動名 決定の理由 

白鳥 孝治 

(財)印旛沼環境基金

在職中におけるさま

ざまな啓発活動,及

び印旛沼・流域の歴

史を中心とした研究 

世人が呼称する「印旛沼専門家」にふさわしい見識と

情熱を持って、長年印旛沼とその流域の水資源の再生に

御尽力され、その活躍は水質・水環境面にとどまらず、農

業、市民活動、歴史、文化、人と水と生活など幅広い分

野に行き渡っています。 

また、緊急行動計画や健全化計画の立案と実践に当

たっても、多くの有意義な提案を頂きました。その功績と

貢献は他者が模範とするところであり、第 1 回の印旛沼・

流域再生大賞の受賞者として選定しました。 

千葉英和高等学校 

生物研究部 

「印旛沼の水質改善

大作戦」 

印旛沼の水環境改善を主とした研究活動を 25 年間の

長きにわたり、各種の手法を代々受け継ぎながら継続し

たことを高く評価するとともに、印旛沼・流域の再生に向

けて幅広い世代の参画が求められる中、高校生という若

い世代が主体的に活動していることも、評価の対象とさせ

ていただきました。 

以上、その一貫した研究活動の姿勢を称え、第 1 回の

印旛沼大賞・流域再生の受賞者として選定しました。今

後は、今までの調査研究の結果から、印旛沼の再生につ

ながる具体的な提案をされることを期待します。 

※申し込み受領順 
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6. 印旛沼・流域における関係者の取り組み紹介                     

6.1 印旛沼におけるヨシ原再生（北千葉道路事業） 

 北千葉道路事業のミティゲーション事業として実施されているヨシ原再生の取り組みを

紹介します。 

6.1.1 取り組み概要 

(1) 北千葉道路計画の概要 

 計画の概要を図 71 に示します。 

印西市

成田市

北千葉道路 約L=43km

（一部6車線化L=10.0km）

 

図 71 北千葉道路計画概要図 

(2) ヨシ原の造成について 

北千葉道路及び成田新高速鉄道事業は、千葉県立自然公園の特別地域に指定されている

北印旛沼を橋梁で通過する計画としており、同事業の環境影響評価において、周辺に生息

する湿地性希少鳥類の生息地の一部が、生息環境として適さなくなるおそれがあると予測

されました。 

これら鳥類への環境影響の程度を回避・低減する必要が生じたため、印旛沼周辺に湿地

性鳥類の新しい生息環境を造成し、影響が生じると予測された生息地の代償措置を図るこ

とを目的として実施しています。 

 ヨシ原造成の全体図を図 72 に示します。 
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図 72 ヨシ原造成全体図 

(3) 取り組み成果 

1) 北須賀工区 

陸域では、ヨシの優占が進みつつある

一方で、ヨシの枯株が堆積しており、ヤ

ナギ類等の木本の進入が見られます。水

域では、マコモやヒメガマの進入が見ら

れます。 

 ヨシ帯などには、各種鳥類の生息・繁

殖が見られ、2011 年 4 月には、サンカ

ノゴイの飛来が確認されました。 

 魚類については、モツゴ・ブルーギル、

甲殻類ではヌマエビ類・スジエビが優先しています。また、ウシ

ガエルやアメリカザリガニの生息が多数確認されています。 

 震災復旧を含む工事の実施状況については、地震により隆起し

た水路の掘削や、水路内のヒメガマの除去、ヤナギの除去が実施

されました。 

 

A 地 区

B 地 区

サンカノゴイ

出典 Yachoo!ｵﾝﾗｲﾝ野帳図鑑
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2) 大竹工区 

 北須賀工区と同様に、陸域では、概ね

ヨシの優先が進みつつありますが、部分

的に乾燥した状態が確認されています。

水域では、水路や北池・南池などで、ガ

シャモクやオオササエビモ、トリゲモな

どの重要種の沈水植物の生息が確認さ

れています。一方で、ヒメガマの進入が

進んでいます。 

 各種鳥類の生息・繁殖が見られます。

また、鳥類に影響する可能性のある哺乳類（タヌキ・イタチ等）の進入も見られます。 

 魚類については、モツゴ・ドジョウ・メダカ、甲殻類ではヌマエビ類・スジエビが優先

しています。水路では、ヨシゴイが採餌しています。また、ウシガエルの生息が多数確認

されています。 

 震災復旧を含む工事の実施状況については、地震により大きく傾いた水路杭の抜き取り

や、隆起した水路の掘削、水路に架かる橋の撤去が実施されました。 

 

(4) 順応的な維持管理のしくみ 

 北千葉道路の建設における環境への影響を軽減するための保全措置の考え方を図 73 に

示します。動植物の生息環境の再生にむけて順応的な維持管理を行なっていきます。 

《北印旛沼周辺》
北印旛沼における
ヨシ原の造成

（環境影響評価による代償措置）

・湿地性鳥類などの生息環境の創出。

・学識経験者、専門家などによる『印旛沼
ヨシ原の順応的管理に関する検討会』
において検討。

《道路沿線周辺》
調整池などの活用

・子どもたちと環境を考える
「子ども会議」を定期的に開催。

・子どもたちからのさまざまな意見、提案を
基に動植物生息環境の再生を検討。

北千葉道路の建設

保全措置

環境負荷 低減（動植物生息環境の再生）

子ども会議
・NPO、小学生と連携。
・北千葉道路に係わる研究活動の場を提供。

北千葉道路のPR・理解

ビオトープ
etc

アドバイス

子どもからの質問

 

図 73 北千葉道路建設における順応的な維持管理体制 
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6.2  環境に配慮した農業農村整備事業（国営かんがい排水事業 印旛沼二期地区） 

6.2.1 事業計画の概要 

本事業は、全国初の水質保全型の国営かんがい排水事業として、2010 年 8 月に始まり、

以下を目的として行われています。 

①老朽化した用排水施設を改修し、農業用水の安定供給、排水不良の改善 

②揚水機場の統廃合や水管理システム導入により、維持管理労力の軽減 

③循環かんがい施設の整備により、水質の保全、用水不足の解消 

 

 

(1) 機場の統廃合 

 印旛沼二期地区内 38 箇所の機場を 29 箇所に統廃合し、補給機場の廃止により、維持管

理費を節減します。 

 また、現況施設の補修等により、宗吾北機場や一本松機場などの活用が可能なものにつ

いては有効利用します。 
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現 在 計 画
統合

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○

○

○ 

○ 

○ 
○

北 沼 

西 沼 

白山機場 

604ha 

甚兵衛機場

391ha 

吉高機場

538ha 

宗吾機場

306ha 

酒々井機場

323ha 

平賀機場

402ha 

一本松機場 

799ha 

埜原機場 

461ha 

山平機場 

41ha 

道珍前機場

37ha 

萩山機場 

44ha 

師戸機場 

47ha 

飯野第二機場 

50ha 

○ 

吉高東機場 
23ha 

○

その他 
940ha 

 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

北 沼 

西 沼 

白山甚兵衛機場 

983ha 

埜原機場 

593ha 

宗吾北機場 

635ha 宗吾西機場 

585ha 

一本松機場 

651ha 

吉高機場

619ha 

その他 

936ha 

 

図 74 機場の統廃合計画イメージ 

 

(2) 循環かんがいの概要 

 低地排水路に集まる排水を、用水として効率的に再利用する『循環かんがい』の強化に

より、下記の効果が期待できます。 

①代かき期など、負荷の高い濁水を印旛沼へ排水しないことにより、沼への負荷を軽減

することができます。印旛沼への排水量を現況と比較して 3 割程度軽減することがで

きるため、排出負荷量の軽減に寄与します。 

②循環かんがいと併せて、「水田の水質浄化機能」「環境保全型農業」「低地排水路等

における汚泥の撤去等」により、農業用水の水質を保全することができます。水田に

おいては、作付け期間中は主に湛水状態で管理され、湿地環境が創出されることから、

様々な副次的効果、特に、かんがい用水の窒素の浄化効果が期待されます。 

③かんがい利用が可能な水量が増え、用水を安定的に確保することができます。 

印旛沼 低地排水路
（植生護岸）

用水
Ｐ

水田 水田

窒素、リン等の流出負荷削減
（印旛沼の水質保全）

農薬・化学肥料の抑制

（環境保全型農業）

×

印旛沼から取水した用水を循環させて繰り返し利用

沼から
取水

用水路（パイプライン）

水田の脱窒効果

を活用

沼へ排水
しない

 

図 75 循環かんがいによる印旛沼の水質保全 
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6.3  印旛沼流域 水・環境保全市民団体懇談会（印旛沼環境団体連合会） 

6.3.1 懇談会の趣旨 

印旛沼流域の水・環境保全活動をしている各団体の中には、狭い地域に密着して「草の

根運動」的に、その地域の自然的社会的特性に合った活動をしている団体があります。地

域で活動している団体・人々は、流域ごとに地域の特性に合った行動と手法を取り、それ

ぞれが希望・将来像・悩みを持って活動しています。そこで、印旛沼環境団体連合会（印

旛沼の環境浄化に係る活動を行っているボランティア団体の連合会）が中心となり、河川

流域ごとに各団体が何を考え、どんな問題を抱えながら行動をしているか、団体同士で意

見交換する場として懇談会を開催しました。懇談会は河川流域ごとに行われ、参加者が自

由かつ活発に意見を出し合いました。 

下記に、4 つの流域懇談会の概要を示します。 

 

6.3.2 鹿島川流域懇談会 

(1) 開催日 

2012 年 9 月 1 日（土） 

(2) 開催場所 

四街道市文化センター 

(3) 河川流域および市町 

流域：鹿島川水系、手繰川水系 

市町：四街道市、佐倉市 

(4) 参加団体 

四街道自然同好会、四街道をきれいにする会等、8 団体 

6.3.3 高崎川流域懇談会 

(1) 開催日 

2012 年 9 月 9 日（日） 

(2) 開催場所 

八街市中央公民館 

(3) 河川流域および市町 

流域：高崎川水系、一部八街市内鹿島川水系 

市町：八街市、酒々井町、佐倉市 

(4) 参加団体 

NPO 法人エコ・やちまた（八街市）、佐倉印旛沼ネットワーカーの会等、11 団体 



 

75 

  ※特別参加：八街市市会議員 

6.3.4 長門川流域懇談会 

(1) 開催日 

2012 年 9 月 15 日（土） 

(2) 開催場所 

栄町ドラムの里 

(3) 河川流域および市町 

流域：長門川水系、北印旛沼直接流入河川水系 

市町：栄町、印西市、成田市、千葉市 

(4) 参加団体 

NPO 法人まちづくりサポート ひと・まち倶楽部（栄町）、NPO 法人ドラゴンカヌーさか

え（栄町）等、13 団体 

  ※特別参加：栄町役場 環境課 

6.3.5 桑納川流域懇談会 

(1) 開催日 

2012 年 9 月 29 日（土） 

(2) 開催場所 

八千代市福祉センター 

(3) 河川流域および市町 

流域：桑納川水系、新川水系、神崎川水系 

市町：八千代市、鎌ヶ谷市 

(4) 参加団体 

八千代オイコス、八千代ホタルフォーラム等、11 団体 

 

6.3.6 懇談会を通して見えた課題 

 流域懇談会では、以下に示す乗り越えたい大きな３つの課題が上がりました。 

① 印旛沼から離れた上流域と沼に近い下流域の人々の間に、印旛沼の保全への関心の違い

があります。 

② 昔から住んでいる人々と近年移り住んできた人々の間に考え方・生活様式・習慣などの

違いがみられ、その地域の水や環境への関心や対応の仕方に影響しています。 

③ 現在活動している人々は高齢化し、若者の力が不足しています。 
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7. おわりに                                           

健全化計画は、約 20 年後の印旛沼の姿として、流域住民、市民団体、企業、学校、水利

用者、行政（市町村・県・国）など全ての関係者が共有できる目標を描き、その目標達成

に向けたそれぞれの役割分担を明確にしたものです。 

本年次報告書は、2012 年度における、この健全化計画に沿った取り組みを報告するもの

です。今後も引き続き、健全化計画に沿った取り組みを関係者全員の緊密な協力のもとに

進め、水清く、自然の恵みにあふれ、穏やかで豊かな印旛沼・流域を再生するとともに次

世代に引継ぎことを目指していきます。 

 

※印旛沼での取り組みや健全化計画および第 1 期行動計画（案）については、印旛沼流域水

循環健全化会議 WEB サイトに詳しい情報を掲載しています。ご参照下さい。 

http://inba-numa.com/ 
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8. 参考－用語集－                                      

アオコ 

異常増殖した植物プランクトン（主に藍藻類）が水面等に集積し、水面が青～緑色に変色

する現象のことをいいます。 

ウェットランド 

日本語では一般的に「湿地」と訳されます。ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地に関する条約）では、「天然か人工か、永続的か一時的か、滞水か流水

か、淡水、汽水、かん水かを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域をいい、低潮時の

水深が 6m を超えない海域を含む」と定義していて、幅広い環境が含まれます。 

また、自然に近い状態で水質浄化を行う施設のことを指すこともあります。 

雨水
う す い

浸透
しんとう

マス 

住宅地などに降った雨水を地面へと浸透させることのできる装置で、雨水を資源として有

効活用することを目的として作られました。地下水が涵養されることで、水害の軽減、湧

水の復活、地盤沈下の防止、水質の改善、地球温暖化の防止、などの効果が期待できます。 

雨水
雨 水

貯留
ちょりゅう

浸透
しんとう

施設
し せ つ

 

雨水を貯めて地下に浸透させ、雨水の流出抑制や地下水の涵養に役立つ施設のことをいい

ます。浸透施設には浸透マス、浸透トレンチ、浸透性舗装があり、貯留施設には浄化槽転

用貯留槽、雨水貯留槽（雨水タンク）があります。 

エコファーマー 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（通称：持続農業法）」に基づき、

都道府県知事が認定した農業者（認定農業者）の愛称です。持続農業法にもとづき導入す

る生産方式は、（1）土づくり技術（有機質資材施用）、（2）化学肥料低減技術および（3）

化学農薬低減技術の 3 つで構成されています。 

エコトーン（推移帯
す い い た い

） 

生物の生息・生育環境が連続的に変化する場所をさします。本来、河川・湖沼の沿岸は、

水深や冠水頻度等の湿潤条件が連続的に変化し、多様な生物の生息場所となっているので、

エコトーンとして重要な箇所です。 

S S
えすえす

（浮遊
ふ ゆ う

物質
ぶっしつ

、懸濁
かんだく

物質
ぶっしつ

） 

水中に浮遊する粒径 2mm 以下の不溶解性粒子状物質のことで、水質指標の一つです。水の

濁りの原因となり、太陽光線の透過を妨げます。 
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汚濁
お だ く

負荷
ふ か

 

家庭や工場からの排水や市街地・道路・農地等から流れ出る水質汚濁物質のことをいいま

す。家庭や工場等の排水の排出源を特定できる汚濁負荷を点源負荷といい、市街地や農地

等の汚濁の排出点を特定できない発生源からの汚濁負荷を面源負荷といいます。 

外
がい

来生物
らいせいぶつ

（外来
がいらい

種
しゅ

） 

本来その地域に生活していなかった生物で、外国から移入したものをいいます。一部の外

来種は在来種よりも繁殖力が強く、在来種の生存を脅かします。 

河川
か せ ん

整備
せ い び

計画
けいかく

 

河川法第 16 条の 2 に基づき、河川管理者が河川整備基本方針に基づき、今後 20 年から

30 年間の具体的な河川整備の目標及びその内容を定めたものです。印旛沼流域の河川の河

川整備計画は、「利根川水系手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画」に定められて

おり、その計画は概ね 30 年後の整備目標に向けてとりまとめられた法定計画です。（2007

（平成 19）年 7 月 10 日作成） 

合併処理浄化槽
がっぺいしょりじょうかそう

 

し尿と生活雑排水をあわせて処理し、放流する浄化槽のことをいいます。下水道未整備地

域におけるトイレの水洗化対策として普及してきました。設置にあたっては、国や自治体

による補助制度があります。 

株分
か ぶ わ

け 

植物の根や地下茎を親株から分けて移植して増やす繁殖法のことをいいます。 

かんがい期 

農業用水が供給され、水田耕作が行われている期間のことをいいます。 

環境
かんきょう

基準
きじゅん

 

人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準のことをいい、

環境保全対策を進めていくための行政上の目標となります。 

環境
かんきょう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

環境基本法（1993 年制定）第 15 条に基づき政府が定める環境の保全に関する基本的な計

画です。環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定により政府の計

画として定めることとされています。策定のプロセスにおいては、パブリックコメントの

募集や各種団体との意見交換など、国民参加の促進を図っています。 
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環境
かんきょう

保全型
ほ ぜ ん が た

農業
のうぎょう

 

農業は、本来自然の力を利用して食料などを生産する自然と調和した産業です。化学肥料

や農薬等の開発により、安定した農業生産が行われるようになりましたが、一方では農業

生産活動に伴う環境への負荷が問題となっています。農業生産を安定させながら、化学肥

料、農薬の使用量を減らし、環境（水・土・空気）と調和した将来的にも持続可能な農業

生産方式を「環境保全型農業」といいます。 

 

乾田化
か ん で ん か

 

一年中水が溜まったままの田を湿田、水の調節が自由にできる田を乾田といいます。イネ

の成長にあわせて水を調節でき、機械が導入できるので作業がしやすく、収穫量が上がる

ことから、明治時代以降、湿田から乾田に変える動きが盛んになりました。これを乾田化

いいます。現在では、ほとんどが乾田です。 

涵養
かんよう

 

降雨・河川水などが地下浸透し、帯水層（地下水が蓄えられている地層）に水が供給され

ることをいいます。 

クロロフィル a
えー

 

クロロフィル（葉緑素）はクロロフィル a、b、c 及びバクテリオクロロフィルに分類され

ます。このうちクロロフィル a は、光合成細菌を除く全ての緑色植物に含まれるもので、

植物プランクトン（藻類）の量を示し、富栄養化の指標として用いられます。 

耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

 

農地、採草放牧地、混牧林地など耕地であるにも関わらず、1 年以上作物を栽培しておら

ず、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を言います。 

行動
こうどう

計画
けいかく

 

目的・目標に向けた方法や手順を考え、集中的・計画的な取組を促進するための具体的な

動きや予定を決めたものをいいます。 

高度処理型合併処理浄化槽
こうどしょりがたがっぺいしょりじょうかそう

 

「合併処理浄化槽」の中でも、窒素やりんを除去できるものをいいます。 

降雨
こ う う

流 出
りゅうしゅつ

 

地表に達した雨水が直接地表を流れて河川・水路に流れこむことをいいます。地表面がア

スファルト等で覆われていると地下に雨水がしみ込まないため、降雨流出が多く、流出時

間が早くなります。 
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工業
こうぎょう

用水
ようすい

 

製造業に使用するための水のことをいいます。工業の生産過程において直接使用する他に、

容器の洗浄、工場内部の清掃等に使用します。 

湖沼
こしょう

水質
すいしつ

保全
ほ ぜ ん

計画
けいかく

 

湖沼水質保全特別措置法（湖沼法）は、全国的に見て特に水質保全対策が必要な湖沼（指

定湖沼）について、特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活を確保することを目的

として、昭和 59 年に制定されました。 

湖沼法では、指定湖沼に対して水質保全のための各種の対策を盛り込んだ計画を、都道府

県知事が 5 年ごとに策定することとされています。これを、「湖沼水質保全計画」といい

ます。 

 

雑
ざつ

排水
はいすい

 

家庭からでる生活排水のうち、し尿を除いた排水のことで、台所、洗濯、風呂等から出る

排水のことをいいます。 

里山
さとやま

 

人による維持・管理がなされている、またはかつてなされていた、人家の近郊の樹林地（草

地、湿地、水辺地・農地等が一体となっている場合も含む）のことをいいます。 

千葉県里山条例（千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例）では、「人里近

くの樹林地またはこれと草地、湿地、水辺地が一体となった土地」と、定義されています。 

C O D
しーおーでぃー

 （化学的
か が く て き

酸素
さ ん そ

要 求 量
ようきゅうりょう

） 

水の中の有機物を化学的に分解する時に必要とする酸化剤の量を、酸素の量に換算したも

のをいいます。湖沼や海域の有機性汚濁の指標となります。 

し尿
にょう

処理場
しょりじょう

 

し尿の処理方法は、下水道によるもの、浄化槽によるもの、くみ取り収集によるものに大

別されます。このうち、くみ取り収集したし尿および浄化槽における処理で発生する浄化

槽汚泥の大部分を処理しているのが、し尿処理場です。回収されたし尿は、集中処理の後、

河川・海域に放流される他、下水道へ放流される場合もあります。 

なお、水質汚濁防止法（1970 年策定）に基づき、BOD、COD、窒素、りん、その他の規制

基準が適用されています。 
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斜面
しゃめん

林
りん

 

斜面地に立地する林のことをいいますが、特に都市部では斜面地だけが開発されずに樹林

として残ることが多いので、重要視されています。 

集
しゅう

水域
すいいき

 

ある地点に降った雨が地面を流れると想定したとき、その水が土地の高低に従って、特定

の河川・湖沼に流れ込みます。流れ込む先の河川・湖沼が同一の地域のことを、その河川・

湖沼の集水域（流域）といいます。 

浚渫
しゅんせつ

 

沼底や川底の土砂をさらうことや、水質汚濁の進んだ水域の底にたまっているヘドロを除

去することをいいます。 

浄化槽法
じょうかそうほう

 

浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登

録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定

めること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛

生の向上に寄与することを目的とする（1983 年法律 43 号）法律です。 

硝酸性
しょうさんせい

窒素
ち っ そ

（NO3-N）および亜硝酸性
あしょうさんせい

窒素
ち っ そ

（NO2-N） 

硝酸性窒素は硝酸塩として含まれている窒素のことで、亜硝酸塩として含まれている窒素

のことを亜硝酸性窒素といいます。どちらも肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるア

ンモニウムが酸化されたもので、作物に吸収されずに土壌に溶け出し、富栄養化の原因と

なります。 

捷
しょう

水路
す い ろ

 

洪水対策として流下能力を増加させるために、河川の屈曲部を直線化した水路のことをい

います。印旛沼では、西印旛沼の瀬戸と北印旛沼の吉高の間にある台地を開削してつない

でいます。 

自然
し ぜ ん

の浄化
じょうか

機能
き の う

 

河川や湖沼等が汚濁した後、時間の経過にともなって、自然に元のきれいな水にもどる現

象のことをいいます。希釈・拡散・沈殿等による物理的作用、酸化・還元・凝集・吸着等

の化学的作用、微生物等による吸収・分解等の生物的作用等によります。 

上水
じょうすい

（上水道
じょうすいどう

） 

人の飲用に用いる水のことをいいます。水源としては河川･湖沼等の地表水や井戸水･泉等

の地下水を用います。 

植生
しょくせい

浄化
じょうか
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水生植物等を利用して、水を浄化することをいいます。 

水生
すいせい

植物
しょくぶつ

（水草
みずくさ

） 

水中に生育する植物の総称で、主に淡水産のものをいいます。完全に水中だけで生活する

ものは多くなく、その生活様式から、湿地・抽水性、浮葉性、浮遊性、沈水性に分類され

ます。 

生態
せいたい

系
けい

 

河川、湖沼、水田、山林等、あるまとまりを持った自然環境と、そこに生息・生育するす

べての生物で構成される空間のことをいいます。 

全窒素
ぜ ん ち っ そ

（T-N）・全
ぜん

りん（T-P） 

水中に含まれる窒素化合物、またはりん化合物の総量のことをいいます。どちらも動植物

の成長に欠かすことのできないものですが、多量の窒素・りんを含む水（家庭排水、工場

排水等）が印旛沼に流れ込むと、それが栄養源となって植物プランクトンの増殖をまねき

ます。 

 

帯
たい

水層
すいそう

 

地中の透水層において、地下水が蓄えられている地層のことを指します。通常は、粘土な

どの不透水層（水が流れにくい地層）にはさまれた、砂や礫（れき）からなる多孔質浸透

性の地層を指します。実際には、この帯水層が何層にも重なっている場合もあります。 

多自然
た し ぜ ん

川
かわ

づくり 

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河

川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するた

めに、河川管理を行うことで、すべての川づくりの基本です。 

単独処理浄化槽
たんどくしょりじょうかそう

 

家庭から出る排水のうち、し尿のみを処理する浄化槽のことをいいます。台所や風呂等の

排水は未処理のまま排水されます。 

治水
ち す い

安全度
あ ん ぜ ん ど

 

河川、湖沼、ダムにおける、水害に対する安全性を示したものです。 

川に流れ込む雨水の量は、雨が降る強さや降る時間の長さなどから決まります。そのため、

治水安全度は、「何年に一回の雨まで溢れずに耐えられるか」という表現を用います。こ

れを「年超過確率」といい、年超過確率 1/10 の雨（10 年に一度経験するような雨）が降

っても川の水が溢れず安全に流せるときは「治水安全度は 1/10」と言いい、年超過確率 1/100

（100 年に一度経験するような雨）まで安全に流せるときは「治水安全度は 1/100」と言い
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ます。 

調整
ちょうせい

池
ち

 

住宅団地や工業団地等開発行為が進むと、雨水の流出を増加させてしまうことから、雨水

を一時的に貯留させるために人工的に設けた池のことをいいます。主に、団地の下流端に

設置されます。 

調節
ちょうせつ

池
ち

 

台風や集中豪雨等で河川の水位が上昇したとき、下流へ流れる水量を調整するため、河川

に沿って設置される池のことをいいます。 

沈
ちん

水
すい

植物
しょくぶつ

 

茎も葉も水中にある植物のことをいいます。干拓前の印旛沼の中にはインバモ、センニン

モ、コウガイモ等 22 種が確認されていましたが、現在の沼の中では 0 種となり、栄養体

としては消失しています。 

点源
てんげん

負荷
ふ か

 

一般家庭の生活排水や工場、事業場などからの排水、畜産排水など排出場所が特定できる

汚濁源から発生する負荷のことをいいます。 

冬期湛
と う き た ん

水
すい

 

「田冬水」、「ふゆみずたんぼ」とも呼ばれます。稲刈りが終わり、通常は水田を乾かす

冬期～春期に水を張る農法です。冬期も湿地状態が続く水田では、多様な生物が生息可能

となり、イトミミズによる水田雑草の発芽抑制効果、水鳥の雑草種子採食による除草効果、

糞による施肥効果、微生物の脱窒作用による水質改善などが期待されています。 

透水性
とうすいせい

舗装
ほ そ う

 

道路や歩道を隙間の多い素材で舗装して、舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装

方法をいいます。地下水の涵養や集中豪雨等による都市型洪水を防止する効果があるため、

主に、都市部の歩道に利用されることが多いです。  

透明度
と う め い ど

 

透明度板（セッキー円板）と呼ばれる直径 30cm の白色円板を水中に沈め、水面から見えな

くなるまでの深さを m で表したもので、高ければ高いほど水が澄んでいることを示します。

主に湖沼、海洋などの水深の大きい水域で測定されます。 

特定外
とくていがい

来生物
らいせいぶつ

 

外来生物うち、人の生命・身体や生態系、農林水産業などに被害を与える侵略的な外来生

物をいいます。特定外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律）によって、飼育や栽培、保管、運搬、輸入することを厳しく規制しており、違反者
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には最大で 1 億円の罰金が科せられます。 

トリハロメタン生成
せいせい

能
のう

 

トリハロメタンは、水道水に含まれる有機物質と、消毒に使用される塩素が反応を起こす

ことにより生成され、発ガンの恐れや、腎臓、肝臓障害や中枢機能低下を引き起こす物質

だといわれています。トリハロメタン生成能とは、一定の条件化でその水が持つトリハロ

メタンの潜在的な生成量をいい、具体的には一定の pH（7 ± 0.2）及び温度（摂氏 20 度）

において、水に塩素を添加して一定時間（24 時間）経過した場合に生成されるトリハロメ

タンの量で表されます。 

内水
ないすい

氾濫
はんらん

 

河川の水位が上昇した時に、支川や水路の水が河川へ排水できず氾濫することをいいます。 

75％値
ち

 

全データを小さい方から並べた時の、（データ数× 0.75）番目の値をいいます。BOD（COD） 

の水質測定結果の評価方法の一つで、水質環境基準の適否の判定等に利用されます。 

2- M I B
えむあいびー

、ジェオスミン 

湖沼等で富栄養化現象に伴い発生するある種の植物プランクトン（藍藻類）や特定の微生

物により産生される異臭物質です。ごく微量含まれているだけでもカビや墨汁のような特

有な臭気をつけることから、水道の水質基準として設定されています。 

農業
のうぎょう

集落
しゅうらく

排水
はいすい

処理
し ょ り

施設
し せ つ

 

農林水産省の補助事業により農村地域に整備される生活排水を処理する施設のことをいい

ます。 

農業
のうぎょう

用水
ようすい

 

水田かんがい用水、畑地かんがい用水、畜産用水に使われている水の総称です。水田かん

がい用水が大部分を占めています。 

排水機場
はいすいきじょう

 

支川水位より本川水位の方が高い場合に、洪水を逆流させずに、強制的に水位の高い本川

に排水する施設のことをいいます。ポンプ施設と水の逆流を防ぐ水門等の設備からなりま

す。 

ビオトープ 

ギリシャ語で、「生命」を意味する「bio」と「場所」を意味する「topos」を語源として組

み合わせたドイツ語の言葉「Biotop」です。 

本来その地域にすむ様々な野生生物が生息できる空間であり、その状態を保持し、管理さ

れる場所のことをいいます。 
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非
ひ

かんがい期
き

 

農地に外部から人工的に水を供給しない期間をいいます。 

フィードバック 

実行したその結果を、計画段階に戻して反映（調整、改善、修正）し、結果を調整するこ

とです。 

普及
ふきゅう

指導員
し ど う い ん

 

農業者に接して、農業技術の指導を行ったり、経営相談に応じたり、農業に関する情報を

提供し、農業技術や経営を向上するための支援を専門とする、国家資格をもった都道府県

の職員です。 

浮
ふ

葉
よう

植物
しょくぶつ

 

沼底に根をはり、葉が水面に浮く植物のことをいいます。 

干拓前の印旛沼では、ガガブタ、トチカガミ等 9 種が確認されていましたが、現在では種

数・生育域ともに減少しています。 

放水
ほうすい

路
ろ

 

治水対策として河川の途中から分岐する新しい川を掘り、海や他の河川などに放流する人

工水路のことをいいます。分水路とも呼ばれることもあります。 

法定
ほうてい

計画
けいかく

 

法律に基づいて定められた計画であり、拘束力を持ちます。行政への義務付けや、地権者

の私権を一部制限することがあります。 

Maxent（マクセント）モデル （Maximum Entropy Approach） 

現地調査で得られた生物の生息分布データと、生息条件等の環境データから生物の生息適

地を GIS（Geographic Information System：地理情報システム）などを活用して推測する手法

のことです。 

マスタープラン（基本
き ほ ん

計画
けいかく

） 

事業全体の基本となる将来構想のことで、その実現のための各種計画・事業の整合をはか

る総合的な指針としての役割を果たします。 

面源
めんげん

負荷
ふ か

 

汚濁の排出点を特定できない汚濁発生源のことをいいます。印旛沼・手賀沼の湖沼水質保

全計画の場合，面源負荷としては，山林，畑地，水田，市街地等から排出される負荷，湖

面への降雨による負荷を考慮しています。 
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モク採
と

り 

水草のうち水中にある植物（沈水植物）のことをモクといい、かつての印旛沼では、モク

を採って肥料にしていました。モク採りは、肥料としての利用以上に、湖の生態系を管理

する役割も果たしていました。 

谷津
や つ

・谷津田
や つ だ

 

標高 30 ～ 40m の平坦な下総台地に樹枝状に入り込んだ、幅の狭い侵食谷のことをいいま

す。湿地となった谷津の低地を利用した水田のことを谷津田といいます。 

流域
りゅういき

 

雨水がひとつの川に集まってくる範囲をさします。山の稜線（尾根）が流域界となります。

道路・交通が発達する以前は、流域単位で生活・文化が発達してきました。 

流 量
りゅうりょう

 

河川を流れる水量のこと、または、その水量の単位のことをいいます。 

Y
わい

. P
ぴー

. 

江戸川の河口の平均潮位を基準（Y.P.0m）とした高さのことをいいます。東京湾の平均潮

位（T.P.）より約 84cm 低くなります。 

ワンド 

河川や湖沼にある入り江のことをいいます。流れが緩やかなため、様々な生物の良好な生

息場になっています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印旛沼流域水循環健全化会議 

事務局 

千葉県 県土整備部 河川環境課 TEL：043-223-3155 FAX：043-221-1950 

    環境生活部 水質保全課 TEL：043-223-3818 FAX：043-222-5991 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町 1-1 

Mail：inbanuma@mz.pref.chiba.lg.jp 

URL ：http://inba-numa.com/ 

          発行日 2013 年 7 月 

みなさんも一緒に 

印旛沼再生にとりくんでみませんか？ 


